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大山町告示第４７号

平成 28 年第 1 回大山町議会臨時会を次のとおり招集する

平成 28 年 1 月 22 日

                            大山町長 森田 増範

１ 日  時 平成 28 年 1 月 27 日（水） 午後 3 時

２ 場  所  大山町役場議場

３ 付議事件

１）議案第 1 号 議案第 1 号 物品購入契約の締結について（町バス（中型バ

ス）購入）

２）議案第 2 号 平成２８年度大山町一般会計補正予算（第 10 号）

３）議案第 3 号 大山町長及び副町長の給料の減額に関する条例の制定について

４）発議案第 1 号 大山町とＮＰＯ法人との契約に関する調査特別委員会の設置に

ついて

５）特別委員会委員長及び副委員長の互選結果の報告

──────────────────────────────

○開会日に応招した議員

加 藤 紀 之         大 原 広 巳

大 杖 正 彦         圓 岡 伸 夫

遠 藤 幸 子         米 本 隆 記

大 森 正 治         杉 谷 洋 一

野 口 昌 作         近 藤 大 介

西 尾 寿 博         吉 原 美智恵

岩 井 美保子         岡 田   聰

西 山 富三郎         野 口 俊 明

───────────────────────────────

○応招しなかった議員

なし
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第 １ 回 大 山 町 議 会 臨 時 会 会 議 録

平成 29 年 1 月 20 日（金曜日）

                                        

議 事 日 程

                    平成 29 年 1 月 20 日 午後 2 時 開会

1 開会（開議）宣告

1 議事日程の報告

日程第 1 会議録署名議員の指名について

日程第 2 会期の決定について

日程第 3 議案第 1 号 物品購入契約の締結について（町バス（中型バス）購入）

日程第 4 議案第 2 号 平成 28 年度大山町一般会計補正予算（第１０号）

日程第 5 議案第 3 号 大山町長及び副町長の給料の減額に関する条例の制定について

日程第 6 発議案第 1 号 大山町とＮＰＯ法人との契約に関する調査特別委員会の設置に

ついて

日程第 7 特別委員会委員長及び副委員長の互選結果の報告

────────────────・───・─────────────────

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ

────────────────・───・─────────────────

出席議員（16 名）

１番 加 藤 紀 之     ２番 大 原 広 巳

３番 大 杖 正 彦     ４番 遠 藤 幸 子

５番 圓 岡 伸 夫     ６番 米 本 隆 記

７番 大 森 正 治     ８番 杉 谷 洋 一

９番 野 口 昌 作    １０番 近 藤 大 介

１１番 西 尾 寿 博    １２番 吉 原 美智恵

１３番 岩 井 美保子   １４番 岡 田   聰

１５番 西 山 富三郎        １６番 野 口 俊 明  

────────────────・───・─────────────────

欠席議員(なし)

────────────────・───・─────────────────

欠員(なし)

────────────────・───・─────────────────
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事務局出席職員職氏名

局長 ……………… 手 島 千津夫     書記 ……………提 嶋 護 大  

────────────────・───・─────────────────

説明のため出席した者の職氏名

町長 ……………………森 田 増 範   教育長 ……………… 山 根   浩

副町長 …………………小 西 正 記  幼児・学校教育課長 … 林 原 幸 雄     

総務課長 ………………酒 嶋   宏     建設課長 ………………野 坂 友 晴

農林水産課長……………山 下 一 郎     福祉介護課長 …………松 田 博 明

観光商工課長 …………持 田 隆 昌   

────────────────・───・─────────────────

午後 2 時開会

○局長（手島 千津夫君） 互礼を行います。一同起立。礼。着席。

────────────・───・────────────

開会・開議・議事日程

○議長（野口 俊明君） しめの内は過ぎましたが、改めて今年初議会ということであり

ます。皆さん、おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

それでは本臨時会を開会します。ただいまの出席議員は、16 人です。

定足数に達していますので、平成 29 年第 1 回大山町議会臨時会を開会します。

これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでありま

す。

────────────・───・────────────

日程第 1 会議録署名議員の指名について

○議長（野口 俊明君） 日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会議

録署名議員は、会議規則第 125 条の規定によって、12 番 吉原美智恵 君、13 番 岩

井美保子 君を指名します。

────────────・───・────────────

日程第 2 会期の決定について

○議長（野口 俊明君） 日程第 2、会期の決定についてを議題にします。

お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。ご異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり 〕

○議長（野口 俊明君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日限りに決定

しました。

────────────・───・────────────

日程第 3 議案第 1 号
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○議長（野口 俊明君） 日程第 3、議案第 1 号 物品購入契約の締結について（町バス

(中型バス)購入) を議題にします。提案理由の説明を求めます。町長 森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） みなさん、改めましてあけましておめでとうございます。本年

も 1 年間どうぞよろしくお願いします。

それではご上程いただきました議案第１号 物品購入契約の締結につきまして、町バ

ス（中型バス）の購入ということであります。提案理由の説明を申し上げます。

本案は、物品購入契約を締結することについて、地方自治法第 96 条第 1 項第 8 号及

び大山町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 3 条の規定

により、本議会の議決を求めるものであります。

町バス（中型バス）の購入につきまして、12 月 26 日に 2 業者より見積徴取した結果、

税込み金額 1,286 万 6,720 円で、鳥取県米子市淀江町佐陀 672-18 いすゞ自動車中国

四国株式会社 岡山・鳥取支社米子支店 支店長 手嶋正信が落札をし、12 月 27 日に

物品購入仮契約を締結いたしたところであります。

なお、納入期限は平成 31 年 3 月 31 日といたしております。以上で提案理由の説明を

終わります。よろしくお願いを申し上げます。

○議長（野口 俊明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

○議員（14 番 岡田 聰君） 議長。14 番。

○議長（野口 俊明君） 14 番 岡田 聰君。

○議員（14 番 岡田 聰君） 入札でなくて随意契約ということになっていますが、入

札でやらなかった理由を説明お願いいたします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長(野口 俊明君) 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当よりお答えさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 申し分けありません。この中型バスの業者が 2 社しかないも

のでその関係で随意契約の見積もり入札という形になっています。    。

○議長（野口 俊明君） いいですか。はい、他に質疑ありませんか。

○議員（13 番 岩井 美保子君） 議長、13 番。

○議長（野口 俊明君） 13 番 岩井 美保子君。

○議員（13 番 岩井 美保子君） バスの件はいつも町民の方から要望があるですが、

このバスについてはどのような利用をされるのか。それとこのバスについて各種団体の

方々が利用されてもかまわないというようなバスなんでしょうか。ちょっとお聞きいた
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します。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） このバスの利用につきましては、現在と同じ運行でやる予定

にしております。ですので、町に関係ある事業で、町も担当課のほうからお願い、その

バスを利用するという申請があったものに対して使っていくという形で、町民の方に自

由に使っていただくという形ではないということをご理解いただきたいと思います。

〔 「了解」と呼ぶ者あり 〕

○議長（野口 俊明君） 他にありませんか。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕

○議長（野口 俊明君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第1号を採決します。お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔 賛成者起立 〕

○議長（野口 俊明君）  起立多数です。したがって、議案第1号は原案のとおり可決さ

れました。

────────────・───・────────────

日程第 4 議案第 2 号

○議長（野口 俊明君） 日程第 4、議案第 2 号 平成 28 年度大山町一般会計補正予算

(第 10 号) を議題にします。提案理由の説明を求めます。町長 森田 増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 議案第 2 号 平成 28 年度大山町一般会計補正予算（第 10 号）

につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

本案は、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業、複合商業施設建設事業の追加等

により、歳入歳出予算の過不足を調整するため既定予算の補正を提案し、本議会の議決

を求めるものでございます。

補正予算第 10 号は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ 12 億 9,407 万 4,000 円を追加

をし、歳入歳出予算の総額を 132 億 9,508 万 5,000 円とするものであります。

次に、第１表を歳入から各款をおってご説明を申し上げます。

第 55 款国庫支出金は、1 億 1,574 万 8,000 円の追加、第 60 款県支出金は 9 億 66 万

9,000 円の追加、第 70 款寄附金は 4,500 万円の追加、第 80 款繰越金は 1 億 695 万 7,000

円の追加、第 90 款町債は 1 億 2,570 万円を追加いたしておるところであります。

次に歳出につきまして、ご説明を申し上げます。
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第 10 款総務費は、6,848 万 1,000 円の追加、第 15 款民生費は、237 万 4,000 円の追加、第

30 款農林水産業費は、9 億 2,567 万円の追加、第 35 款商工費は、2 億 9,741 万 9,000 円の追

加、第 45 款消防費は、13 万円の追加であります。

次に、予算書 4 ページ「第 2 表 繰越明許費補正」でありますけれども、畜産・酪農

収益力強化整備等特別対策事業など 3 件の変更をいたしております。

最後に予算書 5 ページの「第 3 表 地方債補正」でありますが、公共事業等債及び一

般補助施設整備等事業債の限度額の変更を行っているところであります。

以上で提案理由の説明を終わりますが、詳細につきましてはこれから各課長より説明

を申し述べさせていただきます。なお、大きな予算となっています。国の経済対策、ま

た地方創生、そうした国の事業と絡めながら取り組みのなかで今回提案させていただい

ておるものでございますので、よろしくお願いを申し上げます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 失礼します。歳出の 4 ページをご覧いただきたいと思います。

説明の歳出、4 ページの方をお願いしたいと思います。

まず総務費、総務管理費、一般管理ですけども、ふるさと応援基金事業で報償費

2,250 万増、補正を行っています。（「マイクが通じません」と発言する者あり）あ、

すみません。報償費 2,250 万の記念品等の補正を今回出せていただいております。12

月にも補正を行いましたけれども、順調に寄付のほうをいただいておりまして 1 月現在

でですね、2 億 2,000 万の申し込みをいただいております。ですので、当初の補正予算

を今、超えている状況ですので 3 月まで、ちょっと若干多めにみておりますが、あらた

に 4,500 万の寄付があるだろうということで、今回計上させていただいております。   

それから 5 の財産管理費のほうですけれど、備品購入ということであげておりますが、

本庁のサーバー室のエアコンが今非常に調子が悪くなっておりまして、サーバー室、エ

アコンずっとかけないといけないという関係がありますので、今回 59 万 2,000 円の補

正をあげております。

それから、6 ページの 1 番最後になります消防費ですけれども、大山町消防団が全国

消防大会で表彰を受けることになりまして、これが 3 月 7 日にありますが、表彰を受け

るために、2 名分の旅費の補正を行っております。総務課は以上です。

○福祉介護課長（松田 博明君） 議長、福祉介護課長。

○議長（野口 俊明君） 松田福祉介護課長。

○福祉介護課長（松田 博明君） 同じく予算書の 4 ページの民生費の関係でございます。

まず最初に民生委員の推薦会委員報酬でございます。これは現在、民生委員さん 4 名の

欠員が生じています。これから新たな候補者を選任するために推薦会を開催をいたしま

す。それに伴っての委員報酬が不足をしていますので、今回補正ということで増額補正
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をさせていただいております。それから、同じく社会福祉施設費のほうですが、      

修繕料、施設修繕料ということで 60 万 9,000 円を予算補正をさしていただいています。

これは一つは保健福祉センターなわの事務室のエアコンが現在、室内機のファンから異

音が発生しておりまして、このまま使用を続けると、故障、壊れるということでありま

すので、今回、これを補正をして修繕をしたいということであげさせていただいていま

す。

それからもう 1 点は、同じく福祉センター名和の天窓、トップライトがあります。こ

れは開けるのにダンパーという器具でドアを開けるんですが、これが経年によりその機

能が低下をしておりまして、いざというときの排煙の機能が低下をするということで、

このたびダンパーを交換するということで予算の補正を計上させていただいています。

以上です。

○幼児・学校教育課長（林原 幸雄君） 議長、幼児・学校教育課長。

○議長（野口 俊明君） 林原幼児・学校教育課長。

○幼児・学校教育課長（林原 幸雄君） それでは 5 ページの民生費の保育所費について

ご説明いたします。これは大山きゃらぼく保育園の保育室に間仕切りの扉を、壁を作る

工事でございます。平成 29 年度、来年度でございますが、3 歳児が 42 人の入所が予定

されております。大幅に 3 歳児が増えてまいります。3 歳児は基本的生活習慣を形成さ

れる時期とされていまして、今までのとおり、2 組の保育室を続けたままでおりますと、

どうしても子どもたちの声とか、そういうもので落ち着かない状況、場面がみられると

いうこともありまして、この壁を設置することによりまして、集中して話を聞く態度を

身に付けさせるということで行うものでございます。金額は 172 万 3,000 円を予定して

おります。以上です。

○農林水産課長（山下 一郎君） 議長、農林水産課長。

○議長（野口 俊明君） 山下農林水産課長。

○農林水産課長（山下 一郎君） では、農林水産課のほうでは 5 ページの畜産業費、農

地費、林業振興費につきましてご説明をいたします。

先に補正予算の概要ということで、お配りをさしていただいておりますページの 2 ペ

ージにも概要を書いておりますけども、まず畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業

でございます。これにつきましては昨年 12 月の議会にも土地の造成の関係で単県事業

で補正をあげさせていただいた時に、全協のなかでもご説明をいたしましたけども、ク

ラスター事業について国のほうで事業認可になったということで今回内示がございまし

た。そして国の内示額が 8 億 7,066 万 9,000 円ということでございます。全体の事業費

については約 18 億 9,500 万程度の事業でございます。そこは新たに畜産乳牛を飼育す

る設備、畜舎等の建設にかかる費用でございまして、それのうちの国費が約 8 億 7,000

万ということで今回内示がございました。
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で、この予算については国費全額でございますけども、県を通って施設の整備につい

ては、町のほうで予算化をして事業者のほうに交付というルールになってる関係上、こ

のたび町のほうで予算化をさせていただいたところでございます。

次の県営畑地帯総合整備事業の負担金 2,500 万 1,000 円でございますけども、これに

つきましては、これも国の二次補正を活用させていただきまして、29 年度のさきぐい

と言いますか、そういった意味合いで補正をさせていただいたものでございます。今回

の分につきましては、名和 3 期のほうに事業費ベースで 1 億、充当するということで、

25％部分を町の負担ということでございますので、今回追加をさせていただいています。

事業的には、29 年度に実施をするものということでございまして、畑かんの整備に充

てていくということで県のほうの事業でやっていただくことになっています。

それから次の森林・林業再生基盤づくり交付金の 3,000 万でございます。これも 12

月補正で挙げさせていただきました大山プレカット協同組合のほうがＣＬＴ合板の加工

施設を今回、12 月補正で 1 億 4,400 万ということで計上させていただきましたけども、

国のほうの補助枠がまだ余裕があったということで、追加でこのたびフォークリフト等     

施設内の機械整備の部分が追加で事業採択になったということがございまして、これも

全額国費ではございますけども、町を通しての予算立てということでございまして、

3,000 万を追加をさせていただいたところでございます。よろしくお願い申し上げます。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 議長、観光商工課長。

○議長（野口 俊明君） 持田観光商工課長。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 続けて 6 ページ目をご覧いただきたいと思います。観

光商工課観光費のご説明をさせていただきます。

まず、大山だいせんプロジェクト事業に関わる旅費、賃金、需用費、役務費等につい

てでございます。平成 28 年度におきまして、大山をだいせんと読ませるプロジェクト、

いわゆる大山だいせん事業をＮＰＯ法人に委託契約をしておりましたけれども、委託契

約を年度中途で解除いたしました。そのなかで、残事業の中で、国の地方創生事業でＫ

ＰＩの指標が必要となっておりますと知名度調査というのを東京板橋区おおやま商店街

で昨年行いましたので、今年度も行う必要があります。そこを直営で行うための必要経

費であります。賃金は現地でアルバイトの方を 4 人、それから旅費は職員が 2 人、東京

のほうへ 2 泊 3 日で行かせていただく、需用費につきましては、アンケート取得にかか

るノベルティーグッズ代、役務費は着ぐるみ等の送料往復等の作業、通信運搬費の関係

でございます。

続きまして、委託料でございます。以前より大山におきましては、にぎわいが途絶え

てきておりまして、にぎわい復活プロジェクト事業について取り組んできたところであ

ります。その中で開山 1300 年を迎えるにあたり、国の国立公園満喫プロジェクト等に

も指定を受けました。そうしたなかで使用されていない空き家、空き店舗を町のほうに
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無償譲渡していただきまして、それを町が解体し、そして新しい複合商業施設を作ると

いうことであります。そのなかで、その同じ敷地内にあります擁壁につきまして、かな

り経年劣化が見られます。そうしたところでこの経年劣化分の安全性が確保できないと

建築確認申請ができませんので、そのために根拠ある補強設計が必要となります。その

ための法面補強設計費 410 万 4,000 円の追加補正と、それから合わせまして、その複合

商業施設建設工事費ということで解体工事 4,980 万 9,000 円と新施設建築の 1 億 9,990

万 8,000 円、それから擁壁の修繕工事 4,320 万円をこのたび追加補正させていただくも

のです。以上よろしくお願いいたします。

○議長（野口 俊明君） 説明はこれで全て終わりましたですね。そういたしますと、こ

れから質疑行います。質疑はありませんか。

○議員（7 番 大森 正治君） 議長、7 番。

○議長（野口 俊明君） 7 番 大森 正治君。

○議員（7 番 大森 正治君） 5 ページの大山きゃらぼく保育所の間仕切りの件ですけ

ども、これは今までは、ここの人数では一クラスで一つの教室で部屋で十分であったと

いうことなんでしょうか。

それからこの間仕切りができてからは人数も増えるので、二クラスにするという意味

なのか、何人かずつか、まあちょうど半分ずつかもしれませんけど。これの詳しい説明

を。それからこの工事は 3 月までに完成するということでしょうか、お聞きします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 補正予算につきまして、それぞれ担当からお答えさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。

○幼児・学校教育課長（林原 幸雄君） 議長、幼児・学校教育課長。

○議長（野口 俊明君） 林原幼児・学校教育課長。

○幼児・学校教育課長（林原 幸雄君） 大森議員さんのご質問にお答えいたします。大

山きゃらぼく保育園につきましては、入所の児童が多いので、だいたいどのクラスも二

クラスをもうけておりました。で、同じ年齢の 1 組、2 組があるんですけども、その 1

組、2 組の保育室は、2 つに入口は分かれていますけれど、中で一つにつながっている

部分、という形で活用してまいりました。で、年長児につきましては、小学校につなげ

るために、そういういろいろな態度、姿勢を身に付けるために、仕切って使っていまし

た。ですが他の年中、年少等につきましては、その当時は人数も少なかったこともあり

まして、そのオープンで一緒にやる活動というものも重視して行ってきたわけです。

しかしながら今回、人数も多いということもありますし、先ほど述べましたように、

子どもたち集中した、集中して話を聞く態度を身に付けさせるために、やはり仕切りは

必要ではないかという結論に達しまして、今回設置を決定したものでございます。
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ちなみに工期につきましては、今年度いっぱいで終わらせて 4 月の入所に間に合わせる

ということで考えています。以上でございます。

〔 「了解です」と呼ぶ者あり 〕

○議長（野口 俊明君） 他に質疑ありませんか。

○議員（14 番 岡田 聰君） 議長、14 番。

○議長（野口 俊明君） 14 番 岡田 聰君。

○議員（14 番 岡田 聰君） 5 ページの農林水産業費の畜産・酪農収益力強化整備等特

別対策事業、これまあ国の計画が認められて国の予算がついたということですが、12

月の補正で国とか県の予算、補助が付かない造成費については、町が補助するというこ

とででましたけども、この時の事業名が大規模農場支援事業補助金、今回の事業の名称

が違うんですけども、同じ事業でしょうか。

○農林水産課長（山下 一郎君） 議長、農林水産課長。

○議長（野口 俊明君） 山下農林水産課長。

○農林水産課長（山下 一郎君） 12 月に上程させていただいたものは、造成工事自体

が、国の補助対象にならないということがございまして単県事業での事業名でございま

した。で、今回の部分はあくまで国が認可した事業名だということで、国の国費を導入

する補助事業名ということで分けておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（野口 俊明君） 他に質疑はありませんか。

○議員（12 番 吉原 美智恵君） 議長、12 番。

○議長（野口 俊明君） 12 番 吉原 美智恵君。

○議員（12 番 吉原 美智恵君） 先ほど説明がありました複合商業施設建設事業につ

いてですが、これは国の地方創生拠点整備交付金 1 億 1,500 万あまり、また地方債 1 億

1,500 万あまり、また一般財源が 6,550 万あまり、使っての大規模な建設事業でありま

す。

これについては大山にぎわい復活のためということで、観光客のニーズに答え得る建

物をということで建設されることになっています。

ですので、これについて建設とともに、このあき店舗がですね、皆さまに愛される、

また息の長い店舗が入るように、建設事業と一緒に取り組んでいかなければいけないと

思うんですけど、そのへんのことはどうでしょうか。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 議長、観光商工課長。

○議長（野口 俊明君） 持田観光商工課長。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 現在、新複合商業施設の建築の基本設計、実施設計、

またその後の入居にあたりまして、それぞれの業者と入居後の管理をすることになりま

す株式会社さんどう、それから町、それから地元関係者と一同に会して協議を重ねてい

るところでございます。この商業施設が、今後だいせんのほう、にぎわいを復活させる
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に十分値する施設になるように、今、営利関係者で努力してるところでございます。よ

ろしくお願いします。

○議員（12 番 吉原 美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原 美智恵君。

○議員（12 番 吉原 美智恵君） 協議中ということですが、この建物ができてから募

集しては遅いと思いますので、重ねて申し上げますが、やはりこの建物がどういうふう

な建物であって、そういう全国的にいろんな業者に来ていただけるようにアピールが必

要ではないかと思いますが、その点についてもう一度質問いたします。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 議長、観光商工課長。

○議長（野口 俊明君） 持田観光商工課長。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 現在の議論のなかでは、最終的に家賃の設定をいかが

にするかとか、そういった最終段階に近いところに来ておりまして、早急に年度内に募

集を始めることになっていますので、また詳細が決まりましたらご報告させていただく

機会があると思います。よろくお願いいたします。

○議員（6 番 米本 隆記君） 議長、6 番。

○議長（野口 俊明君） 6 番 米本 隆記君。

○議員（6 番 米本 隆記君） 複合施設についてお聞きしたいんですけども、これ無償

譲渡としてもらった土地、建物ということですけども、何か先ほど擁壁の修繕の時に、

土地のほうがある企業の持ち物というような言い方をされていたと記憶しているんです

が、実際に、例えばこの土地建物ですね、無償譲渡されて、持ち物は町のほうになる、

これ販売されるのかどうなのか、で、いいですか。こっから先です。今後、たとえば今

現在ですね、モンベルに貸し出してる建物もあれも町が持って貸し出しているっていう

ふうに私は認識しているんですけども、いずれにしても今後、大山地区でそういった空

き家が出た時に、じゃあ商業施設いろいろにぎわい復活のためにそれをもって、今後そ

ういうふうに町の持ち物として運営していくという考えなのか、そのへんのところをお

聞かせ願いたいと思います。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 議長、観光商工課長。

○議長（野口 俊明君） 持田観光商工課長。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 建物につきましては、大山町が無償譲渡を受け、取り

壊し大山町が建てますので、町が管理していくことになろうと思いますけど、維持管理

におきまして、微小のものは入居あるいは管理団体で管理していただくことになると思

いますが、大規模な修繕等が将来的に発生することになれば、現行と同じように町が保

障なり修繕なりしていくことになろうかというふうに考えているところです。

〔 「もう 1 個、今後の、もし出たときのこと聞きましたけど、ないです」と呼ぶ者あ

り 〕
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○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 大山寺地区での空き家空き店舗対策ということで、地元の方々

といろいろと話し合いをしながら進めてきた経過があります。そうしたなかで特に平成

30 年の大山開山 1300 年に向けて、今ある懸案の案件についてこういった形でやってい

こうということで、地元でも話し合いをしていただきながら、町としてもあるいは民間

の業者さんのご協力もいただきながら進めていくという経過があります。これから新し

いものが出てきた時に、どうするかということでありますけれども、それは地元の方々、

あるいは持っている方々との関係の中で検討していくことであろうなというふうに思っ

ております。すべてこれから、出てくる案件について、町と同じような関与をしていく

ということではないというふうに思っておりますので、よろしくどうぞお願いいたした

と思います。

○議長(野口 俊明君) いいですか。他に、

○議員（8 番 杉谷 洋一君） 議長、8 番。

○議長（野口 俊明君） 8 番 杉谷 洋一君。

○議員（8 番 杉谷 洋一君） 4 ページのところの民生委員推薦委員会報酬ということ

で 4 万 2,000 円あるわけなんですけど、これに関連してですね、聞くところによるとで

すね、なかなか民生委員さんになり手がないというようなことでですね、いろいろ聞い

とるわけなんですが、先ほど 4 名の欠員があるというような話がありましたし、まあそ

れで、この推薦委員会開かれて、4 名のほうはそういう空白のところにこの 4 名の皆さ

んが入っていただければ、大山町の民生委員さんは皆さん全てうまるというようなこと

なのですか。それともまだまだこれには先、見通しのたたないような状態にあるのか、

そのあたりの見通しも含めてお尋ねいたします。

○福祉介護課長（松田 博明君） 議長、福祉介護課長。

○議長（野口 俊明君） 松田福祉介護課長。

○福祉介護課長（松田 博明君） ご質問にお答えします。民生委員の候補者ですが、

さっきも言いましたように 4 名の欠員がございます。推薦会のなかでは、それぞれの地

区ごとに複数の候補者を選定してまいります。で、その方に随時お願いをしていくとい

うことになりますが、そのなかで決まれば、そのまま国のほうへ推薦書を挙げることに

なりますが、なかなかその推薦会で決定した候補者、全ての方に残念ながらいいご返事

がいただけないということであればまた新たな候補者を選定してとにかく欠員をなくす

方向でと取り組んでということになろうかと思います。

○議員（8 番 杉谷 洋一君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷 洋一君。

○議員（8 番 杉谷 洋一君） ということは、まだこれが最後で終わりということでな
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くて永遠にですね、そういう素晴らしい人を推薦していくということでしょうか。もう

１回お尋ねいたします。。

○福祉介護課長（松田 博明君） 議長、福祉介護課長。

○議長（野口 俊明君） 松田福祉介護課長。

○福祉介護課長（松田 博明君） そうですね。できるだけ早いうちに全てお願いしたい

と思いますけども、決まらない場合は先ほどのように候補者を選定しながらやっていく

ということになろうかと思います。          

○議員（9 番 野口 昌作君） 議長、9 番。

○議長（野口 俊明君） 9 番 野口 昌作君。

○議員（9 番 野口 昌作君） 6 ページでございますけど、6 ページの観光費の中で、

賃金、旅費、需用費、役務費が組んでございまして、これは契約を解除してですね、そ

の契約の残分をやっていくというようなことのように聞きましたけれども、解除したと

いうなかでですね、どういうような形での解除、そしてですね残というものが結局見積

りが出ておるでないかと思いますけども、その見積りがですね、この賃金なり旅費なり、

需用費なり、役務費というものにですね、該当する項目での残がここに出てきたのかと

いう点をちょっとお伺いいたします。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 議長、観光商工課長。

○議長（野口 俊明君） 持田観光商工課長。

○観光商工課長（持田 隆昌君） ＮＰＯ法人と契約を解除させていただきましたのは、

今月、年が明けてすぐでございます。そのあとすぐ実績報告を求めておりまして、現在

実績報告が出たものの中身を審査しております。で、審査しだいで当初の委託契約と差

額がある分は、返納を求めるということになろうと思います。今現在その作業中でござ

います。で、それはそれといたしまして、残りの作業を直営で行う場合には、どういっ

たものが必要かということをそれとはまったく関係はなしに、あらたな我々の立場で予

算を組み直したのが、今回の補正の内容ということですので、ご理解をいただきたいと

思います。

○議員（9 番 野口 昌作君） 議長、9 番。

○議長（野口 俊明君） 野口 昌作君。

○議員（9 番 野口 昌作君） そうしますとその契約の分は、もうこっちに置いといて

しまって新しいこれでやっていくということで、どういう残りだったとかというような

残事業、どういうのがあったかというような詳細の把握をしない状態だということなん

ですか。その点ちょっと伺います。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 議長、観光商工課長。

○議長（野口 俊明君） 持田観光商工課長。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 実績報告の提出を受ける前に大まかな事業の進捗状況
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を聞き取りいたしまして、それで委託事業の中身のなかで何をしなければならないかと

いう確認をとりました。そうしたなかで、地方創生事業のなかで、いろいろ取り組んだ

なかでＫＰＩ、取り組んだ中で成果が求められる数値というのは絶対とっていかないと

いけないということが判明しましたので、そういうものを精査してそのデーターを取る

ために必要な予算を組ませていただいたということでございます。よろしくお願いしま

す。

○議長（野口 俊明君） 他に質疑ありませんか。

○議員（13 番 岩井 美保子君） 議長、13 番。

○議長（野口 俊明君） 13 番 岩井 美保子君。

○議員（13 番 岩井 美保子君） 5 ページの農林水産業費でございますが、先ほども質

問がありましたですが、この事業がですね 8 億 7,000 万円からの国の事業採択を受けた

ということでございます。で、今までの事業とこれの事業を受けたことによって、どれ

だけのひらきのある見込みをしておられるのか、分かればちょっとおしらせをいただき

たいと思います。これざっくばらんにですね、書いてありますのが、まあ費用かけてい

いぐあいにすれば収益力の強化や畜産環境の問題への対応に必要な施設の整備などにか

かる費用の助成を行うということなんです。で、今ある、今やっておられる事業よりも、

これを取りいれたことで、どれだけの成果があがるようなことになるんでしょうか。

○農林水産課長（山下 一郎君） 議長、農林水産課長。

○議長（野口 俊明君） 山下農林水産課長。

○農林水産課長（山下 一郎君） 今回のクラスター事業につきましては、今現に 3 名の

方が現に酪農で牛を飼っておられる方が、それを廃止をしまして新たな会社を立ち上げ

て、で、新たに施設を建設をしてそこで大規模な頭数で事業展開をしていこうというた

めの施設整備の補助事業でございます。今現在 3 人の方で 250 頭あまりの乳牛を飼って

おられますけども、将来的には 950 頭規模の飼育ができる施設を整備をしていくという

ものに掛かる費用でございます。その全体の事業費が国のほうに申請をいかしておられ

る金額としては、全体で 18 億 9,500 万程度の、全体の事業費がございまして、そのう

ちの 8 億あまりが、国の補助金がでるということですので、その補助金部分を町が予算

化をさせていただいたということでございます。ですので、既設の方が、3 名の方が今

の部分をあらたな施設を立てて増棟していって、これは平成 35 年を目途に 250 頭を

950 頭まで増やしていこうということで今取り組もうとしておられる事業でございます。

○議員（13 番 岩井 美保子君） 議長、13 番。

○議長（野口 俊明君） 岩井 美保子君。

○議員（13 番 岩井 美保子君） 内容はよく分かりましたですが、この場所とそれか

ら 3 人の方でということですが、法人にされるわけですか。

○農林水産課長（山下 一郎君） 議長、農林水産課長。
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○議長（野口 俊明君） 山下農林水産課長。

○農林水産課長（山下 一郎君） 場所については 12 月の時にもお話をさせていただき

ましたけども、大山町羽田井というところで新たに土地を求めて、そこで造成をして新

たな施設を建設をされるということでございますし、それから 3 人の方は、今は個人経

営ですけども、新たに法人、会社を立ち上げました。で、もう既に 12 月に立ち上げて

おられますので、そこの会社が事業主体となって事業をされるということでございます。

〔「了解しました」と呼ぶ者あり 〕

○議員（15 番 西山 富三郎君） 議長、15 番。

○議長（野口 俊明君） 15 番 西山 富三郎君。

○議員（15 番 西山 富三郎君） 6 ページです。旅費が 18 万円出ています。どの機関

を使って行かれますか。旅費の領収書は取れるんですか。旅費の領収書は取れています

か。それから参加した人はそれぞれが報告書を出されますか。以上です。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 議長、観光商工課長。

○議長（野口 俊明君） 持田観光商工課長。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 旅費は東京でございますので、飛行機を予定しており

ます。その領収書等につきましては公費で、チケットをとったりしますので、個人が支

払ったりして領収書を持ってくるというようなことはない、手続きで終了する予定でご

ざいます。

〔 「報告書、参加者ひとりひとりが出すか」と呼ぶものあり 〕

○観光商工課長（持田 隆昌君） 議長、観光商工課長。

○議長（野口 俊明君） 持田観光商工課長。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 失礼いたしました。報告書は我々が出張する場合は必

ず復命書作って町長まで返らせることになっていますし、で、報告書につきましては、

連名でさせていただきます。で、必要なデーター等も報告させていただく、ということ

になっています。

○議長（野口 俊明君） 他に質疑ありませんか。

○議員（4 番 圓岡 伸夫君） 議長、4 番。

○議長（野口 俊明君） 4 番 圓岡 伸夫君。

○議員（4 番 圓岡 伸夫君） 歳入の 3 ページの一番下です。商工債の一般補助施設整

備等事業債 1 億 1,570 万円ですけれども、この事業債は後年度いくらの割合で交付税算

定されるのかお聞きしたいと思います。

それから 4 ページの社会福祉施設費の施設修繕料です。先ほど説明のなかでダンパー

がということで答弁がありましたけれども、以前トップライト修繕した時にですね、そ

ういうことが分からなかったのかどうかということをお聞きしたいと思います。

それから 5 ページ、一番上の保育所費の工事請負費です。先ほど大森議員も聞かれま
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したけれども、このきゃらぼく保育園、建設の際、まあ各地の保育所を視察されたとい

うふうに記憶しておりますけれども、この移動間仕切りがですね、当初から見込めなか

ったのかどうかということをお聞きしたいと思います。

それからこの移動間仕切り、構造について天井つりさげ方式なのかどうか確認したい

と思います。

それからですね、先ほど大森議員に対しての答弁のなかで、今年度いっぱいに工事を

したいというふうに言われました。保育所での工事の場合ですね、小学校や中学校だと

こう立ち入り禁止だとか、子どもに言って聞かせれば理解ができる部分っていうのはあ

るんですけれども、保育所の場合は、「おじちゃん何してる」って言って来ることが

多々あります。そういった中でですね、工事中の子どもの安全についてどのように考え

ておられるのか。お聞きしたいと思います。

それからですね、農地費の中山 3 期地区農業競争力強化基盤整備事業負担金、これが

250 万円の減額になっていますけれども、理由をお聞きしたいと思います。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 議長、観光商工課長。

○議長（野口 俊明君） 持田観光商工課長。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 3 ページの地方創生拠点整備事業での起債が後年度措

置いくらされるかということでございますが、これは交付税で 50％が措置されるとい

うことになっております。以上です。

○福祉介護課長（松田 博明君） 議長、福祉介護課長。

○議長（野口 俊明君） 松田福祉介護課長。

○福祉介護課長（松田 博明君） ダンパーの件でございますが、議員もおっしゃいまし

たように、今年度のトップライトの取り換え工事を行いました。その時にトップライト

の修繕、調整等も含めてお願いしたわけですけども、ただ今回のダンパー交換、その調

整の域を超えてもう機能が低下しているということでしたので、今回の補正で交換とい

うふうにさせていただくことにします。

○幼児・学校教育課長（林原 幸雄君） 議長、幼児・学校教育課長。

○議長(野口 俊明君) 林原幼児・学校教育課長。

○幼児・学校教育課長（林原 幸雄君） それではご質問にお答えします。

まず、当初から設置しなかったというのは何故かということだと思います。当初、い

ろいろ保育士とも保育のやり方についても協議いたしましたけども、工事費、全体の工

事費との兼ね合いとか、あるいは二つのクラスに分かれた同年代の園児たちの合同での

活動というものを想定しながら、当初につきましては、設置をしていなかったというこ

とでございます。

次に、この仕切りの壁でございますが、これは天吊りの形をとろうというふうに考え

ております。それから安全性確保でございますが、これは施行業者と綿密に協議をしな
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がら、安全確保には努めてまいりたいというふうに考えているところです。

○農林水産課長（山下 一郎君） 議長、農林水産課長。

○議長(野口 俊明君) 山下農林水産課長。

○農林水産課長（山下 一郎君） 御質問の中山 3 期が 250 万の減についての説明をとい

うことでございましたけど、12 月補正で事業費ベースで 2 億、それを中山 3 期と名和 3

期に分けて、8,000 万と 1 億 2,000 万という色分けをして予算化をしておりましたけど

も、今回精査をしたら中山は 7,000 万でええでないかということで県が言っております

ので、事業費を 7,000 万ベースに 1,000 万落としたという関係で、名和 3 期のほうにそ

の分を上乗せしての事業費調整をしたところの金額でございます。以上です。

○議長(野口 俊明君) いいですか。

○議員（4 番 圓岡 伸夫君） 議長、4 番。

○議長（野口 俊明君） 圓岡 伸夫君。

○議員（4 番 圓岡 伸夫君） 農地費についてですけれども、8,000 万を 7,000 万でい

いっていうふうに言われたという根拠はどのへんにあるのか、お聞きしたいと思います。

それからちょっとすみません。戻って保育所ですけれども、先ほど答弁のなかでは工事

費との兼ね合いというふうに言われたわけですけれども、まあこうやって後からそうい

うことをしたほうがいいということがまあ実際出てきて、今回提案されていると思いま

すけれども、そのあたりどのように、言わば反省をすべきことかなと思って聞いたわけ

ですけれど、どのようにお考えでしょうか、お聞きしたいと思います。

○農林水産課長（山下 一郎君） 議長、農林水産課長。

○議長（野口 俊明君） 山下農林水産課長。

○農林水産課長（山下 一郎君） 根拠ということでございますけど、畑かん事業につい

ては、町としては、中山・名和・合わせて 2 億の事業をしてくださいということで県に

お願いしております。そういったなかで事業の進捗状況なり、そういったところ勘案し

ていくなかで、今回は中山はもう 12 月の時点では、8,000 万事業費ベースで充てよう

としておりましたけども、7,000 万にして名和のほうに 1,000 万増やして今回は事業し

たいということでございまして、特段の根拠というものはございません。

まだ、これでもって全てが完了いうことではございませんので、まだまだ掛かる中途

の段階ですので、事業費の按分、配分の仕方ということでご理解いただきたいと思いま

す。

○幼児・学校教育課長（林原・幸雄君） 議長、幼児・学校教育課長。

○議長（野口 俊明君） 林原幼児・学校教育課長・

○幼児・学校教育課長（林原・幸雄君） 大山きゃらぼくの間仕切りにつきましては、当

初は 42 名というふうな大勢の園児が入ってきておりませんでした。ですから当然同年

代の子どもたちが合同での活動というものもかなり想定しながら、保育を進めてまいり
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ましたけども、今回 42 名ということになりますと、一クラス 20 名以上ということにな

ります。そうなると、やはり個別にある程度人数までに分けて保育するということで子

どもたち集中させる環境を作るということを重視したということでございます。で、そ

ういう間仕切りのほう、あとで付けるとかということにつきましては、園児の状況であ

りますとか、保育内容についてその中で、検討しながら進めていこうということで、当

初の計画時点では、間仕切りをしないという方法で決定したということでございます。

○議員（4 番 圓岡 伸夫君） 議長、4 番。

○議長（野口 俊明君） 圓岡 伸夫君。

○議員（4 番 圓岡 伸夫君） 今の答弁聞いてて、非常におかしいなと思います。部屋

の床面積を考えれば、当然複数のクラスで保育をするということが、絶対条件の上で部

屋の面積を決められたんだろうと思います。そういったなかで、そういうこと、要は複

数のクラスにするということは、当然そういう間仕切りも想定の上でなかったかなとい

うふうに思うんですけども、こうやってあとからすればですね、当初にするよりは、は

るかに多い金額が掛かると思いますけども、そのあたりどのようにお考えでしょうか。

○幼児・学校教育課長（林原・幸雄君） 議長、幼児・学校教育課長。

○議長（野口 俊明君） 林原幼児・学校教育課長・

○幼児・学校教育課長（林原・幸雄君） 保育室の面積につきましては、二クラスに分け

ても十分な面積は設計上とってあります。ですから、あくまでも合同での活動というも

のをその当時は重視したということでございます。

○議員(11 番 西尾 寿博君) 議長、11 番。

○議長(野口 俊明君) 11 番 西尾 寿博君。

○議員(11 番 西尾 寿博君)  じゃあ 2 つ質問させてください。4 ページですけれど、

ふるさと応援基金積立金ですが、9 月の時にも 7,000 万ぐらい積み上げたでないかなと

いうふうに思ってます。

今後、まだ続くみたいですので、今年がまあ 2 億 5,000 万でもいけば、またもうちょ

っと積み上がるのかなと思ってみたり、まあ半分もならないかな、4 割 5 分ぐらいは何

とかなるみたいなのですので、そうなるとどれぐらいまで積み上げるか分からんですけ

ど、この基金についてはどういったことを目的に、あるいは原点で使っていくのかなと。

そうか、一般財源と言いますか調整基金のほうに入れちゃうのかなと思ってみたりしま

すが、そういったことがあれば教えてください。

もう一つ、先ほどから、5 ページですけども、きゃらぼくの保育所の話が出ておりま

すが、3 歳児 43 名入所の予定ということだったと思いますが、3 歳時であれば、もう 0

歳児からだいたいどのぐらいの子どもが上がってくるのかなという予定もできたでない

かなと思ってみたり、あるいはあのあたりに住宅ができて完売したり、で、今回もまた

町のほうで住宅を建てるような予定もあります。12 軒でしたかいね、先ほど説明を受



- 19 -

けました。また別のところでは、民間のほうでも 8 棟だったかな、そういったことでで

すね、どうもあのあたりはどんどん住宅ができるということで、まだまだ子どもが増え

そうな予感はしますよね。そうした場合にきゃらぼくが、また手狭になる。また一歩歩

いて来れるような距離ですので、あのあたりがですね、どんどん。歩いて来れるような

距離のところに住宅がどうも建つみたいな雰囲気ですが、予定が。今後どうするかとい

うことがね、出ますよね、当然。その辺りも含めた考え方が出てこんと、これ 3 歳が何

人入るからっていうことでなくて、今後もあるということを考えれば、どうですかね、

170 万になってますけど、もうちょっと違う方法もあるじゃないかなと思ったりします

が、そのへん 2 つお願いしますわ。

○総務課長(酒嶋 宏君) 議長、総務課長。

○議長(野口 俊明君) 酒嶋総務課長。

○総務課長(酒嶋 宏君) ふるさと納税の基金の積み立てに関しての関係ですけども、2，

3 年前まではですね、非常に基金も額も少なくて、その翌年度に該当するような事業に

充当させていただいていました。急激に、寄付が増えましてですね、どのような対応と

いうところで、現在基金積み立てておりますが、29 年度のからにつきまして、基金の

目的として、町の環境整備、それから教育・福祉、それからあとその他、町のほうで考

えていくというような積み立てになっていますので、29 年度につきましては、大山の

今クラウドファンディングというトイレ整備もしておりますので、そういう部分に使っ

ていったりですね、教育関係のほうの財源にまとまったものは、使わせていただこうと

いうようなふうに考えております。で、今後はそういう形である適宜必要な部分に充て

ていこうというふうに考えています。

〔 「現在、どのくらいあるか」と呼ぶものあり 〕

○総務課長(酒嶋 宏君) 今ちょっとはっきり覚えてないですけど、4 億程度は積み上が

っていると思います。

○幼児・学校教育課長（林原・幸雄君） 議長、幼児・学校教育課長。

○議長（野口 俊明君） 林原幼児・学校教育課長・

○幼児・学校教育課長（林原・幸雄君） ご質問にお答えします。

まず入所の予測でございますけども、入所の予測となりますと、その年の出生数とい

うものが関わってまいります。3 歳までは未満児ということで、すべての子どもたちが

来るわけではないので、園児の数は限られていますけども、出生数が多い年には園児の

数が増えるということは想定はできると思います。ただ、ここ近年、百人程度というこ

とできていましたけれども、3 歳児につきましては、今回 110 何人、110 数名の出生数

があった年でございまして、ま、若干多いということになっています。

まあ、近隣にですね、そういう住宅ができて園児が、入所希望の園児が増えるんでは

ないかということが想定されるわけですけれども、保育園の場合は学校と違いまして、
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必ずしも、その近くの保育園ばっかりを選べるというということに、まあそれがベスト

なんでしょうけれども、なかなか入れない場合には、多少離れていてもよその保育園に

行っていただくということもお願いしながら、今運営しているところですので、当面は

そういう形でお願いしていこうかなというふうに考えているところでございます。以上

です。

○議員(11 番 西尾 寿博君) 議長。

○議長(野口 俊明君) 西尾 寿博君。

○議員(11 番 西尾 寿博君) 応援積み立て基金ですけども、4 億あるということであれ

ばざっと、ちょいとすぐ分かると思いますけれど、まあ 3 倍、なんかいい事業にのって

いける、3 倍を使える、あるいは 4 倍までは大変かな。まあそんな感じだと思います。

そうするとまた今年もね、積み上がっていくんだろうなというふうには予想はしますけ

れども、やはり 4 億、5 億積み上がってきた場合には、町独自で、まあ町も大変なとこ

ろもあるわけですから、はなからそのあたりもお願いしていきながら、やることがいい

のかなと。やみくもに積み上げるのがいいと思っていませんので、そういったことで金

はいっぱいあるけども、いま必要なものもたぶんあるんじゃないかなと思ったりもしま

すんで、貯める、いつも言いますけども、貯めることも大事ですけど、何かそういった

方策、まあ予算が近いので、予定でもあれば言ってくれたらありがたいですけど無かっ

たらいいです。

あとですね、3 歳児、例えばですよ、100 人出生されて、何パーセントぐらいが地元

に入ってくるかっていうぐらいのこと分かるわけでしょう。分かっておりながら、3 歳

児が来るから急にみたいな話でなくて、来年、再来年、もう予定はあるわけでしょうか

ら、そのへんをちゃんときちっとやらんと、急にこの補正みたいなものを持ってきてね、

間仕切りしますよというようでは何か泥縄式かなと。行政のやることじゃないな、みた

いに思うわけです。まして 2，3 年前からですね、きゃらぼくはもういっぱいですよと

いうようなことがあったわけでしょう。そうした時に、出てくるっていう事態も、何か

私としては計画性がないなと。おまけに建設課のほうではどんどんあの辺りを住宅建て

るわけでしょう。5 年、6 年の間に 2 か所でしょ。民間が建てるでしょ。もう既に計画

があがっただけでも、20 軒建ちますよ、近く建つじゃないですか。そんなん考えたら

当然考えておかないけんじゃないかなと思ったりしますけども、将来的に考えて先はど

うしますか、これ。

○町長(森田 増範君) 議長。

○議長(野口 俊明君) 森田町長。

○町長(森田 増範君) 私のほうからふるさと納税についてであります。ご指摘いただい

ておりますよう町のほうでもいろいろと考えていることでありまして。特にふるさと納

税の基金の用途ということで、大山の環境等々に関すること、あるいは教育に関するこ
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と、福祉に関すること、まあそれ以外というような用途でそれぞれいただいているとこ

ろであります。で、今回、町バスの関係ですね、これについては実は福祉関係のほうか

らのふるさと応援基金の活用ということを考えております。それから来年に向けて特に

中学校の関係のほうでいわゆるエアコン関係のなかで、中山のほうがまだできていない

環境になってきますので、そういったところも教育委員会サイドで検討していっていよ

いよやっていかないけんだろうなということの検討、あるいは予算的なことも今協議し

ているというようなところもあります。それからそういったところのなかで、教育関係

の使途として、このふるさと納税のものも使わせてもらってということもあると思って

おりますし、また大山のほうに関しましては、先ほどありましたように、大山満喫プロ

ジェクトを含めて 1300 年の関係、インバウンドの関係があって大山のエリアでのトイ

レのいわゆる改修、ということがあります。これもかなりの金額になってきていると思

ってますので、いろいろな方々に使っていただくものでありますので、そういったとこ

ろに 29 年度、あるいは 30 年度展開していく、そんな思いも持ちながら話は実はしてお

るところでありますので、大切なご示唆をいただきましたのでまた今後ともしっかりや

らせてもらいたいと思っています。保育園のほうはお願いします。

○教育長(山根 浩君) 議長、教育長。

○議長(野口 俊明君) 山根教育長。

○教育長(山根 浩君) ありがとうございます。きゃらぼく保育園は、ご存じのように県

下で一番大きな保育園でございます。そういったなかで、保育内容を含めたりあるいは

保育士の質の向上を目指したり、いろんなことをやってきてまいりました。で、今回お

願いしますことは、私も昨日行ってきたわけですけれども、普段の時には交流する両方

の二つ部屋を、交流するようになっていますので、普段の時にはそこのところにこのぐ

らいの背の低い間仕切りを置いて、二つの部屋ができるようにしてるわけですけれど、

やっぱりここの間が上がありますので、大きな声をすると、こっち側で音楽をやってい

る、こっち側で工作をやっておる時に非常に落ち着かないというようなことが出てくる

ということを園長先生はじめ保育士の皆さんが言われておりました。そういったなかで、

今度 42 名という非常に大きな数になりますので、間仕切りをお願いしたい。5 歳児の

ところには間仕切りがありますので、3 歳と 4 歳のところだけにはいわゆる移動式の間

仕切りで対応しておったわけですけれども、取りあえず 3 歳児の時には、間仕切りがき

ちんとあるなかで落ち着いて保育ができるというふうにやっていきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いします。

〔 「教育長、今後増えて行く場合どうするか」と呼ぶ者あり 〕

○教育長(山根 浩君) そういう形になるととってもうれしいことで、本気になってまた

考えていけないけんですけれども、まあ今のところ、まだまだあそこの民間の事業者の

方が入られてもどうも心配ないだろうというふうに思っています。
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ただ、それはうれしいことですので、どうも子どもさんができるのが、99 人の年と

その前の、その次の年は 123 人とか、これが同じ 110 ぐらいでずっと一緒にくればいい

ですけれど、少なかってどんと 30 人ぐらいとかというのがどうもこの頃の大山町の傾

向のようでして、まあいろんな形で移住定住もがんばっておりますので、どんどん増え

ていただくとまた教育の面でもがんばっていきたい。

〔「今後考えていないということですね」と呼ぶ者あり〕

○議長(野口 俊明君) 質疑があれば挙手で。

〔「いや、いいです」と呼ぶ者あり〕

○町長(森田 増範君) 議長。

○議長(野口 俊明君) 森田町長。

○町長(森田 増範君) 私のほうから一点だけ。議員の皆さんもご承知のように、大山き

ゃらぼく保育園の定数が 180、今現在がそういった状況かなと思っています。それから

名和のほうが 150、中山が 120 でいずれも当初からお話をしてありますように、2 割増

あたりまでは、充分対応ができるということでありますので、御心配の部分になれるよ

うな形ですね、これからも移住定住の関係等と政策進めていきたいと思いますし、合わ

せて大山町の中には、拠点保育所でない大山保育所、それから庄内の保育所、ここも

30 名、40 名今も在籍していただいています。ここでもそれぞれ人数が少ないですけれ

ども、レベルの高い保育等々をしていただいております。そういった方、そういったと

ころへのまたＰＲであったり、入所であったりということも大いにまた広げていく、あ

るいはＰＲしていく必要性もあるんじゃないかというふうに思っているところでありま

す。以上です。

○議員(1 番 加藤 紀之君) 議長、1 番。

○議長(野口 俊明君) 1 番 加藤 紀之君。

○議員(1 番 加藤 紀之君) 若干質疑とは異なるのかもしれませんけれども、さっきき

ゃらぼく保育園の事に関してということなんですけれども、確かに宅地は今造成された

りとかもしてますけれども、どんどんどんどん宅地が造成されていくんだみたいな誤解

をあたえるような発言というか、答弁もですよね、そこらへんは若干否定すべきところ

は否定すべきだと思いますし、もちろんそれに関して年々単年度での出生数がどんどん

右肩あがりで上がっていくんだみたいな誤解は与えるような答弁はちょっと控えるべき

ではないのかなと、現実にそうは言っても推計としては出生数は右肩下がりだというふ

うに私は認識しておりますが、いかがでしょうか。

○町長(森田 増範君) 議長。

○議長(野口 俊明君) 森田町長。

○町長(森田 増範君) 大事なご指摘いただいておりましてありがとうございます。いろ

いろなご質問をいただくなかで、答弁をさせていただくなかで、もし誤解があるとする
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ならば訂正をしたいと思いますけども、まさにおっしゃるとおりであります。やはり結

婚される方々が増えていく、そうした過程の中でやはり子どもの数が増えていくという

ことでありますので、おっしゃるところ出会いから、そういった取り組みの展開やある

いは生まれてくる子どもたちの環境づくり、あるいは町のほうでも今進めておりますよ

うに、保育園の無償化もありますけど、家庭保育での推奨、そうしたことを合わせて取

り組みをしていくなかで大山町の子育ての充実、進めていけたらというふうに思ってい

るところでありますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(野口 俊明君) いいですか。他に質疑ありませんか。

○議員(13 番 岩井 美保子君) 議長、13 番。

○議長(野口 俊明君) 13 番岩井議員は一度もうすんでいます。

〔 「もう駄目ですか」と呼ぶ者あり〕

○議長(野口 俊明君)  一般会計について一度だけ。3 回できるわけでありますけど、

もうされましたので。他にありませんか。

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕

○議長(野口 俊明君)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕

○議長（野口 俊明君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第2号を採決します。お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔 賛成者起立 〕

○議長（野口 俊明君）  起立多数です。したがって、議案第2号は原案のとおり可決さ

れました。

ここで休憩いたします。再開は15時20分といたします。休憩します。

午後3時9分休憩

────────────・───・────────────

午後 3 時 20 分再開

日程第 5  議案第 3 号

○議長（野口 俊明君） 再開します。

日程第 5、議案第 3 号 大山町長及び副町長の給料の減額に関する条例の制定について

を議題とします。

提案理由の説明を求めます。町長 森田 増範君。

○町長（森田 増範君） ただいま議案第 3 号をご上程をいただきました。提案理由の

説明を申し上げます前に、このたびの大山町とまた NPO 法人との業務委託契約につきま

して新聞報道等、町民の皆様に大変ご心配、ご迷惑をおかけいたしておりますこと、ま
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ず深くお詫びを申し上げたいと思います。誠に申し訳ありませんでした。

この事案につきましては、昨年末お願いをいたしておりました大山町の監査委員さん

から調査の報告をいただき、数々のご指摘などいただいたところであります。このこと

を踏まえ、町では疑問点、そして指摘につきまして NPO 法人へさらに資料の、そして説

明を求めチェックを進めて参りたいと考えております。

また関係するものの処分を行い、当該職員の処分といたしましては、課長級から課長

補佐級への降格と給与 10 分の１の減給の辞令を出しました。また課長級 1 名の戒告、

そして関係する担当者 6 名の厳重注意を行ったところであります。町といたしまして

は、事務改善、再発防止に向けて有識者の方々に加わっていただいて、委員会を立ち上

げその取り組みを進めているところでございます。町民の皆様からの信頼、回復に向

け、職員一丸となってその取り組みを進めてまいりますので、よろしくお願いを申し上

げたいと存じます。あらためましてこの事案につきましてお詫びを申し上げます。

それでは、議案第 3 号 大山町長及び副町長の給料の減額に関する条例の制定につき

まして提案理由のご説明を申し上げます。

本案は、この度の NPO 法人との業務委託契約に伴う事案に対する管理者責任として、

町長及び副町長の給料の減額措置を講じるため、条例を制定するものでございます。

講じる措置でございますけれど、給料月額につきましては、給料額に 100 分の 90 を乗

じて得た額とすることといたしており、期間は平成 29 年 1 月 21 日から私の任期満了と

なります平成 29 年 4 月 23 日までの間といたしております。

なお、平成 29 年 3 月 31 日までの間は、町財政の健全化に資することを目的として平

成 25 年 7 月から特例措置を講じております。大山町長等の給与の特例に関する条例に規

定する額に 100 分の 90 を乗じて得た額とすることといたしておるところであります。

以上で提案理由の説明を終わります。よろしくお願いを申し上げます。

○議長（野口 俊明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

○議員（10 番 近藤 大介君） 議長、10 番。

○議長(野口 俊明君) 10 番 近藤 大介君。

○議員（10 番 近藤 大介君） お尋ねしたいと思います。町長、冒頭で説明されまし

たけれど、今回の町長、副町長の給料の減額に起因するのは、昨年来報道等でも出てお

りますが、大山町の職員が関係するＮＰＯへの業務委託、これに対しての不適切な事務

について今、町長は管理者責任として減額というようなことを言われたわけですけれど

も、まあ結局、今回どういう不適切な事務があったのか、よく分からないことが非常に

多いと思っています。どこまでその職員が悪かったのか、現状よく分からない中で、管

理者責任として 10 分の１の減額が 3 カ月というのが妥当なのか妥当でないのか、非常

に判断しかねるわけでして、まあ項目が少したくさんありますけども、ひとつひとつ聞

いていきますので、ご答弁いただきたいと思うんですけども。
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まあ、当該職員の処分について今説明されました降格と給与 10 分の１カットという

ようなこと言われたんですけども、聞いております非常にルーズな事務に比べて処分が

ちょっと軽すぎるのではないかという印象を受けます。本当に先ほど説明のあった処分

で妥当だったのでしょうかということ。それから改めて、その職員の処分が軽いと同時

に町長のあるいは副町長の処分と言いますか、給料減額もちょっと軽いのではないかと

いうふうに思うのですが、改めてお二人減額になった根拠ですね、職員がこういう不祥

事を起こして、前例なりあるいはどっかの例に照らしてですね、これぐらいが相当であ

ると判断したというような根拠をお示していただきたいのとですね、それから 10 分の

1 カットを任期満了までというふうに町長おっしゃったわけですが、確認ですが、任期

というのは 4 月、あ、ごめんなさい、あ、4 月だな、4 月 23 日までが任期なのかという

ことと、そうするとその 10 分の１の減額は町長の退職金にも関係するのかということ

もご説明いただきたいと思います。

で、それから最後に、最後にといいますか、町長の説明の最後の方でですね、特例に

よりどうこうという説明があったんですが、あれちょっと意味がよく分かりませんでし

た。それ最後に分かりやすく説明していただきたいと思います。

それからですね、そもそも今回の不祥事のことでお尋ねするんですけれど、ことの発

端はですね、当該の職員がＮＰＯの理事をしているということ。で、その当該職員は、

観光関係の業務について自分が町の管理職として業務を発注する立場にありながら、自

分が理事をしているＮＰＯ法人に業務を発注したと。で、まあそこまでなら役割をはっ

きりしておけばまあいいかと思うんですけど、問題はそこで、監査委員さんの報告によ

れば、総額 3,000 万円の使途不明金が発生していると。自分で業務を発注しておいて、

自分でうけておいて使途不明金が 3，000 万と、そりゃいったいなんなんだと。その中

身が確認されない状況のなかで、今回の処分というのは、ちょっと軽いようにも感じる

わけですけども。町長と副町長はですね、当該職員がＮＰＯの理事をしていたというこ

とをだいたいいつ頃から知っておられたのか、把握しておられたのか、そのことについ

てもご説明をいただきたいと思います。

それからですね、監査委員さんの報告によりますと、このＮＰＯから本来は毎年度ご

とに実績報告が出ていなければならなかったものを平成 24 年度分以降はほとんど実績

報告がなされていなかった。失礼、平成 23 年度分ぐらいからですかね、実績報告が出

されていなかったと。で、どうも監査委員さんの報告によりますと、昨年の 2 月ごろで

すね、28 年の 2 月ごろに平成 24 年分、25 年分、26 年度分の事業が、24 年度分につい

ては 3 年も遅れて実績報告が出されているということで、まあ町の職員が関わっている

事業でこの 3 年分の事業費だけでも発注額が 2,500 万になるんですが、これが実績報告

も出されないまま支払いがされていたということ、それが分かった時点でもう既にかな

り大きな事件だったと思うんですね。それが、議員には、少なくても議会には何の説明
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もなかったわけでしてこの時点でもしもっときちんと調査をしていれば、こんなに大き

な問題にもならなかったのではないかというふうにも思うわけですけど、その、昨年の

2 月に 3 年も遅れて実績報告が出されたということを町長、副町長はどの時点で知って

おられたのか。その実績報告が遅れて出たということをその時点で御存じだったのか、

それとも報告がないままずっときていたのか、ということも確認をさせていただきたい

のと、総務課長はおそらくそのあたり御存じだったと思うんですけれども。3 年も遅れ

て実績報告が出るより先にですね、きちんと催促がされていたのかどうか。催促がされ

ていたのかどうかということについても説明をいただきたいと思います。

次にですね、とりあえず以上のことについてご答弁お願いいたします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長(野口 俊明君) 森田町長。

○町長（森田 増範君） たくさんご質問いただきましたので、もし洩れているようでし

たらまたご示唆願いたいというふうに思うとことであります。私だけではなくて、総務

課長のほうにもということでありますので、あとから述べさせていただきます。

まず処分の根拠ということについてお話をいただいたかなと思っています。特に、当

事者であります職員の処分ということについては、まずは有識者を含めるなかでの処分

の審査委員会のなかでいろいろと要件についてご議論をいただきました。一つの方向性

ということではなく、それぞれの委員さんからいろいろな処分の方向性を出されるなか

で、私が最終的に判断をしていくということであります。特にそのなかで、案件に出て

おりましたのは、監査報告のなかでもたくさんの示唆がありましたけれども、そういっ

たところを大きなベースとして検討がなされております。職務専念義務違反の関係、あ

るいは財務規則に反する行為の関係、その中には補償金であったり概算払いの関係であ

ったり、先ほどの述べられました実績報告の未提出の関係だったり、あるいは検査の未

実施の関係だったり、さらにはそうしたことに対しての立場としての監督責任の問題で

あったりということで、たくさんの複合した案件ということであります。

そうしたなかで、当人の処分ということをさせていただきました。特に本人が 3 月末

で定年退職ということもありますので、今度の議会が 3 月であります。その 3 月まで伸

ばすということではないという私の思いのなかも含めて、今回私どもの給与の減額とい

うことについての提案もさせていただいているところであります。

私どものほうの根拠ということでありますけれども、そうした、特に本人のですね、

分限処分、降格ということについては先ほど話がありましたように、管理職であるもの

が、年数をかなりの年数、そうした十分な管理職としての職務できていない現状がある

ということであり、管理職には的確でないということで課長補佐級という降格の分限を

させていただいたところであります。

それから私どもの関係につきまして、そうした当事者の処分の状況を踏まえて、私ど
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もの処分の状況をどのようにしていくかということでありますけれども、ひとつはその

管理者責任ということが大きな柱でありますけれども、近隣の町村のなかでいろいろな

事案があってご苦労されて責任を取られたりして同様に給料の減額をされたりしている

事案がございます。そうしたことも少し参考にさせていただいたりということもござい

ます。

そうしたことを含めて、今回このような形で提案をさせていただいたということであ

ります。合わせまして 4 月の 23 日というのが私のこの 4 年間の任期ということであり

ますので、そのところまでこの期間を設定をさせていただいているということでありま

す。

それから特例ということについてお話、質問がありましたけども、実は 2 期目の町政

を担わせていただくにあたりまして、当時、職員のほうに給与カットの実施をしており

ました。職員の給与カットを進めているなかで、2 期目のスタートにあたり、私、それ

から副町長、そして教育長、3 役で 5％のカットをこのたびの 3 月 31 日までという形で

議会のほうに提案をさせていただいて、現在も 5％の報酬のカット、3 役続いておりま

す。そういった状況がありますので、それについての、それをベースとした私どもの

10％のカット、それから 4 月 1 日以降はそれが無くなりますので、そののちの本給を元

に戻したところに対する 10％のカットというのがこのたびの提案でございます。

それからＮＰＯ法人の使途不明金ということについてのお話がありましたけれども、

監査報告のなかでそうしたような疑問点になる案件もたくさん示唆をされています。で、

そののちに、このたびも話をさせていただいておりますように、まあ疑問点、あるいは

指摘されたことについてこれからＮＰＯ法人のほうに資料の提出やあるいは説明を求め

てチェックしていくということでありますけれども、報道にもされておりますように、

修正申告をしていくことということをしておられるところでありますので、それに合わ

せていろいろな資料ができているものというふうに思っています。そうした資料を土台

としたものを求めながらチェックをしていくということであると思っておりまして、そ

こに使途不明金の存在があるのかどうかということはこれから特別委員会のほうも立ち

上げ、議会のほうでも立ち上げられるということでありますので、同じようなステージ

のなかでチェックはしていくというふうになるのかなと思っています。逆にあるのかな

いのか、ということかなと思っているところであります。

それから、実績報告の関係の話もいただいたところでありますが、私自身このたびの

監査委員さん、是非ともそのこのたびの事案についての事実関係を明確にしていただき

たいという思いでお願いをし、15 ページにわたる細かな丁寧な監査調査をしていただ

きましてこの内容については実は私初めて、この内容を見て把握したというのが現実で

ございます。このことが分かっていれば、議員おっしゃるように、本当に 21 年あるい

は 22 年、23 年、その段階で分かっていればみんながそのことについてチェックをし、
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こんな形にはならなかったというふうに思っているところであります。それは議員がお

っしゃるような同じ思いを持っているところであります。

それから、残りの分について、担当のほうから述べさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） まず町長の退職金に響くかどうかということですが、これは

響きません。〔 「響かない？」と呼ぶ者あり 〕響きません。それからいつの時点で実

績評価出ていないのを知ったかということですが、ちょっと今はっきり記憶、今、副町

長とも話をするんですが、覚えていないんですけども 27 年度末か 28 年度最初頃に実績

報告が出ていない分があるというのは聞いて、早急に出すようにという指示をさせてい

ただいた。その結果、28 年の 2 月頃にでてきたという形でないかなと思っています。

〔 （「答弁漏れです。当該職員がＮＰＯの理事であることについては知っていたのか。

いつ頃知ったか、町長、副町長」とは呼ぶ者あり 〕

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） いつ頃かというのはなかなか不確かでありますけれども、まあ

王国の事業をやっておられるということのなかで、たぶんこの立場になってから、いろ

いろ事業が展開していくなかでああそうなんだというふうに聞かせていただいた気がし

ています。近藤議員もご承知のように立ち上げの頃からのことというのは、実は本当に

承知しておりません。

○副町長（小西 正記君） 議長、副町長。

○議長（野口 俊明君） 小西副町長。

○副町長（小西 正記君） 私は（・・・発言訂正をされた部分 2 文字削除）さんが理事

として就任しておるというのは、町長と同じくなかなか分かっておりませんでした。正

式に書面として確認したのは、10 月の上旬、28 年の 10 月の上旬です。

○議員（10 番 近藤 大介君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 近藤 大介君。

○議員（10 番 近藤 大介君） まあ冒頭、冒頭と言いますか先ほど言いましたように、

3,000 万の使途不明金があるということは非常に大きな問題です。で、町長は当該職員

がＮＰＯの理事をしているということは、まあ町長という立場になってからしばらくし

てからはもうご存じであったと。知らなかったわけではないということではありました。

副町長があまり把握してなかったというのは、これ私非常に大きな問題ではないかとい

うふうに思うわけですけども。と、言いますのも先ほども言いましたように委託事業に

ついて当該職員は事業を発注する立場にあったと。なおかつＮＰＯ法人でですね、中心

となって町から受けた事業を実施する立場にあったと。一人で同じ人間が町の予算を付
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けて受け取って事業を実施すると。こういうことは通常絶対あっちゃいけないことです。

しかし、ＮＰＯという非営利的な活動を目的とする団体であって、それが事業の趣旨に

あっていて合理的だということであれば、やはりお金の出入りをきちんと明確にしたう

えで、やってもらう、やらせる、でなければ絶対に許しちゃいけないことです。

で、それを当然知っていてやらなければならない、町長は少なくてもこの事件が発覚

する以前からそれを知っていたわけですから、おかしなことがないかどうか常に目を光

らせている立場でなければならないのに、それがきちんとできていなかったということ

は重大な過失ではないでしょうか。

重ねて質問をしたいと思いますけれども、まあ町長の任期、先ほどもおっしゃられま

したけれども、今年の 4 月までです。こんな大きな問題で監督責任を自分で取られると

いうことのなかでですね、町政も大変混乱しています。停滞もしています。こんな状況

でですね、町長、次の選挙も立候補されるのかどうなのか。やはりこの問題をきちんと

解決するかどうかということも、そのことは非常に大きな関係があると思います。町政

を引き続き担っていかれるお考えがあるのかどうかということのお答えもいただきたい

ですし、合わせて（「議長」と呼ぶ者あり）先ほど言いました、処分、ご自分の処分が

軽すぎはしないかということについての（「議長」と呼ぶ者あり）お答え願います。

○議長（野口 俊明君） 個人のことについては、近藤議員の今の質疑はこれは却下しま

す。それ以外の答弁をしてください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君) 森田町長。

○町長（森田 増範君) この問題について 12 月議会でもお話をいただいたりしてる経過

があるわけでありますが、今こうした重要な案件について議会のほうでも特別委員会を

立ち上げてという予定のこの案件が出ているわけでありますけれど、そうしたなかで進

めていかれるということであるわけです。町といたしましても、先ほど述べましたよう

に、ＮＰＯとしても修正申告をしていく、当然それについては、先ほど言っておられる

ように、監査委員さんの監査をしていく、いかれた段階のなかでも金額ということはあ

るのかもしれませんけれども、その期間のなかで修正申告に向けて対応しているという

状況もあるというふうに聞いておりますし、議会の皆さんのなかにもそういった報告が

あったように思っています。そうしたことを踏まえて、そういったことについてのチェ

ック等は議会の皆さんと同様に私どもも進めていくことになるというふうに思っている

ところでもあります。

町政の停滞ということについては、特にこのたびの提案のなかでも述べさせていただ

くことかな、どうかなというぐあいに迷っていたところがありますけども、12 月の監

査委員さんの報告を受けて、記者クラブのほうに米子のほうにも出掛けさせていただい

て、お詫び方々、御心配おかけしていることについてのお詫びもさせていただきました



- 30 -

けれども、その時にもこの案件と同時に、まさに大山開山 1300 年の取り組みを今、町

内の、町民の皆さんの関わり合い、力もいただきながら進めつつ、町内外の方々にたく

さんの関わりをもっていただいて今精力的に進めていただいています。そうした取り組

みを正に進めている最中のなかで、この事案が起きたということについて町内外の本当

にたくさんの方々に本当に申し訳ない。そんな思いで記者クラブのほうでも頭を下げさ

せていただいた経過もあります。今日もあらためてこのたび私どもの処分ということに

ついての給与の減額の提案をさせていただいていますけれど、そのことについては、町

としての管理責任ということと合わせてですね、ほんとうに 1300 年を、大山開山 1300

年の取り組みを今正に進めている、その最中の中でたくさんの関係者の方々に、町内の

方々に大変なご心配、ご迷惑をおかけしている。そのことも合わせて、お詫びを申し上

げたいと思っているところでありますし、このことをしっかりと進めさせていただくな

かで、大山開山 1300 年、皆さんの協力をいただいて本当に成功裡に進んでいかなけれ

ばならない、そんな思いを合わせて持っておりますので、お詫びをさせていただきます

と同時に今後ともよろしくお願いを申し上げたいと思っているところであります。私の

ほうからは以上であります。よろしくお願いします。

○副町長（小西 正記君） 議長、副町長。

○議長（野口 俊明君） 小西副町長。

○副町長（小西 正記君） 監査報告のなかであった不明金に相当する分の不足額につい

ては、既に議会のほうから資料を求められておりますが、その資料のなかに一覧表とし

て、こういうものに使ったという一覧表は既に議会のほうに提出をさせていただいてお

るところでございます。さらに、その資料のなかでその部分の不突合部分については、

実際まだチェックの段階でございまして、こういうふうなものが確実ということではご

ざいませんけれども、税務署に申告した資料につきましては、突合資料あるいは領収書

のコピーをつけて申告をされているようでございますので、それについては、町のほう

が発注をした以上の領収金額というふうになっているということを皆さんのほうにご報

告をさせていただいきたいというふうに思っています。

○議員（10 番 近藤 大介君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 近藤 大介君。

○議員（10 番 近藤 大介君） いずれにしてもですね、結局、副町長が最後不足的な

形で説明されましたけど、使途不明金が 3,000 万あるなかで、その 3,000 万、なんか追

加の書類も出たということですけども、それについて誰がいつ、いったいどういう形で

検証したのか、そのことがまだ全く明らかになっていないわけですね。

ということは使途不明金の 3,000 万は未だ使途不明のままなわけです。ということは、

そういう状況をまあ棚上げにしたままですね、今回の職員の処分、もしその 3,000 万の

中に一部でも不適切なものがあればこれはまた大きな問題になるわけです。それを受け
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ての町長と副町長の今の減給というのも本当に妥当なのかどうなのか、判断に困るわけ

ですけれども、町長は実績報告が 28 年 2 月に 3 年分も遅れて出てきたということにつ

いて知らなかったというふうにおっしゃいました。町の職員が関わっている 2,500 万の

多額の事業についてですね、実績報告が満足にされていなかった。私、最初に言いまし

たけども、本来これは事件ですよ。本当にきちんと業務がされたものなのかどうか、内

部できっちりそこの時点で調査されなければならないものだったわけですけども、副町

長や総務課長は、そういった事務の不手際があったことを町長に報告されなかったんで

すか。

もしされていないのであればそれはそれで非常に大きな問題ですし、されていたにも

関わらず町長はそれを認識していなかったということになれば、やはりそれも大きな問

題です。どちらにしても 10 分の 1 の減給を 3 カ月したからといって本当にそれで妥当

なのか、私はちょっと今、この状況では判断しかねます。

ましてや町長はご自分の退職金、満額どうも受け取られるんですね。こんだけ大きな

問題が起こっているにも関わらず、ご自分の退職金は満額でもらわれると。、町民感情

としていかがなものでしょうか。まあ名言はされませんけども、もし本当にですね、次

も再選をお考えになるのであれば、やはり他人に厳しく自分に甘くではなくてですね、

まずは自分を強く律すると、そういう姿勢がなければ、町長がおっしゃったような今回

の不祥事の信頼回復に職員と一丸となって向かっていく、そんな職員一丸となって迎え

ませんよ。自分に甘く人に厳しく、そういう状況で職員が本気になるでしょうか。私は

ね、今の説明では、本当に今回の条例改正が妥当なのか、妥当でないのかが判断しかね

るわけですけど、もう一度お尋ねします。どういうことに基づいて今回の処分、ご自信

でご決断になったのか、町民に分かるように説明していただきたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 個人の身上に関することは発言されなくても、それ以外のこと

でお願いします。

〔 「されてもかまいません」と呼ぶ者あり）

○町長（森田 増範君） 議長、町長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 近藤議員らしい突っ込みかなというぐあいに聞かせていただい

ているところであります。特に今の金額 3,000 万ということについて棚上げ云々とおっ

しゃいましたけども、この件についてはたびたび話をしておりますように、ＮＰＯ法人

に向けて議会のほうも資料を提出を求めてチェックされていく、調査されていくという

ことであると思っておりますし、私どもも、先ほど副町長のほうからもありましたよう

に修正申告をされていく、そういった書類等提出を求めながら、説明を求めながら、同

様な形で対応していくということであろうというふうに思っているところでありますの

で、この点については、同じフィールドのなかでしっかりやっていくということかなと
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思っております。10 分の 1 ということについては、最終的には議会の皆さんの御判断

を仰ぐということであります。特に職員の場合、町の職員の場合、公務員の場合の減給

の場合の最高額のルールが、10 分の１というのが上限としてあります。これは職員の

場合。3 役、我々の場合でありますけれども、近隣の方々のちょっと状況を勉強させて

いただくなかで、数年前に人身事故、事故で命を落とされたというような事案もありま

した。期間の問題はあれ、そういったところのなかで 10 分の 20、といったようなこれ

も議会の皆さんのいろいろなご議論があった結果だと思いますけども、された経過もあ

ったというふうに思っています。そのことを踏まえながら今回このように提案をさせて

いただいておるところであります。多い、少ないということについての金額のことにつ

いては、私自身はそんな思いで今回提案をさせていただいてるところでありますので、

議員の皆さんには、どうぞご理解をお願いしたいなということを申し上げるところであ

ります。以上であります。

○議長(野口 俊明君) 他に質疑ありませんか。

〔 「実績報告 28 年 2 月、どうだったんですか。副町長、総務課長は町長に報告してあ

ったんですか。」と呼ぶ者あり 〕

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 先ほど来からの話ですけれども、監査委員さんのほうからも報

告書の提出に呈すというようなことでの検査があって、報告があっております。私自身

はそれをみて現実がそうだってことを把握したというような現状でありますので、その

前にですね、いろいろ 23 年度がどうだった、24 年度がどうだった、25 年度がどうだっ

た、26 年度がどうだったというような報告も聞いておりませんし、たぶん事務方のそ

ういった立場におるものにとってもあまりそういった状況は承知していなかったという

ことだと思っています。正にこういったことが明らかに承知しているということであれ

ば、次の契約等には結びついていないはずと思いますし、こういったことがいわゆる慣

例化してきてしまっていた、この現実が大きな課題として今出ておりますので、正に県

の方々にも加わっていただいた有識者のなかでの事務改善のなかで慣例化したような事

案の再発防止等についてしっかりとやっていくということであると思いますし、その報

告を受けて私自身も新たな形として取り組みを進めていきたいというふうに思っている

ところでありますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。

〔 「副町長、総務課長、どうだったの、報告してなかったんですか」と呼ぶ者あり 〕

○副町長（小西 正記） 議長、副町長。

○議長（野口 俊明君） 小西副町長。

○副町長（小西 正記） 町長が申し上げたとおり、報告が報告がしてなかったと思いま

す。
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〔 「総務課長もそうですか」と呼ぶ者あり 〕

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 記憶は定かではないですけれども報告はしてないのではない

かなというふうに思っております。

○議長(野口 俊明君) 他に質疑ありませんか。

○議員（1 番 加藤 紀之君） 議長、1 番。

○議長（野口 俊明君） 1 番 加藤 紀之君。

○議員（1 番 加藤 紀之君） 近藤議員がおっしゃるようにですね、確かにこの町長、

副町長の給与の減額に関する条例を判断しうる材料を我々は持ち合わせておりません。

だけれども、感情論で判断するというわけにもいきません。

そこでですね、ちょっと伺いますけれども、町長はこの条例、減額に関する条例につ

いてですね、有識者等に意見を求められたりとかはしておられますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 特別職、私どもの案件については特に相談はいたしておりませ

ん。ただ当事者であります職員の処分等々の状況を踏まえて、私どもが、対応していく

ということは大切であろうなというふうに思って話し合いはしていたところであります。

○議長(野口 俊明君) いいですか。他に質疑ありませんか。

○議員（6 番 米本 隆記君） 議長、6 番。

○議長（野口 俊明君） 6 番 米本 隆記君。

○議員（6 番 米本 隆記君） 何点かお聞きしたいと思います。実はですね、この職員

の処分、いろいろと聞いておりますと、私どもその職員のほうの内容がどういった経過

でどうふうになったかという職員の言い分もなかなか聞く機会がないもんで判断しかね

るところもあるんですけども、どのように、職員は実際にはどうだったかということは、

どのように供述されておるのか。

それからですね、新聞報道、いろいろ各社、日本海、読売、朝日、だいたいおられま

すけど、これについては、どのような判断をして本人は言ってるのか。まず、それがお

聞きしたいということが、まず 1 点ですね。

それからですね、さっき不祥事によって、今、町長、副町長処分しなければ 3 月議会

になるんで今やるということがありますけども、では、議会としても新たなこの調査委

員会を立ち上げます。このことについていろいろな問題点が出た場合に、その後どうさ

れるのか。また職員の処分というのは、これ以上にされるのか、ということもお聞きし

たいと思います。

それから先ほどですね、総務課長がちょっと言われたんですけど、28 年度出ていな
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いんで、28 年度かな、28 年かな、実績報告出すように指示したと、出すように指示し

た、出させるようにという指示じゃなくて、出すようにという、本人がやっているとい

うことはもうご存じという発言の仕方、これについてどうなんですか。まずその 3 点、

教えてください。あ、それともう 1 点。

町長が 1300 年祭に向けて事業を進めるんで本当に申し訳ないってことを謝られてお

ります。ですけども、実際にこういった不祥事っていいますか、ことをやっている職員

をですね、なんか聞きますと、漏れ聞きますと同じ職場にそのまま事業をさせている、

仕事をさせておるということも聞きますが、本当でそれでいいんでしょうかね。内部統

制とれますか。それを聞かせてください。

それと先ほど処分につきまして、職務専念義務、財務、検査、実施などいろいろであ

ったということでありますけど、私が考えますに、一番大事なのは、大山町の信用を失

墜させたということが、これが目に見えない、おっきな問題だと思います。これは町民

の名誉でもあります。そのへんのところについて町長はどのように考えて処分されたの

かお聞きしたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） たくさん質問いただきましたので、漏れておりましたらまた、

ご示唆願いたいと思いますが、職員についてどうだったかというちょっとご発言だった

と思いますけども、基本的にこれがＮＰＯ法人の担当理事という立場のなかであります

けれども、会計、経理、このことについてしっかりやっているということがとても重要

であったということで思っております。そのことに大きな起因があると思っております。

本人についての行動ということについては、これは本人でありますので、私が変わって

答えることではないと思っています。

それからこれからの処分ということでありますけども、冒頭申し上げましたように、

当事者が 3 月末で定年退職であります。で、これから議会のほうでも調査特別委員会を

立ち上げられるとするならば、これから調査をされるということであろうと思いますけ

ども、それが終わっていくステージはどこなのか、そこはたぶん皆さんも今の段階では

わからないのではないかなと思っています。

そのような状況も想定をするなかで、2 月 3 月を迎えていくということになりますと、

当事者自身、定年退職、ということでありまして、身近なところで処分をするというこ

とについては逆に町民の皆さんや議会の皆さんからも何を考えているんだというご示唆

をいただくようなこともあると、私は考えております。

私どもにとっても、3 月にいろいろな形のなかで、ぎりぎり提案をしていくことにつ

いても、本当にそういうタイミングでいいのかなというふうに思っています。この 1 月

のこの臨時議会の場で、まずは監査委員さんの調査方向を受け、それを基にして、処分
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の審査委員会、有識者弁護士さんも加えたなかでありますけども、そうしたなかで検討

していただいた提示、そういったことを土台として、私のほうで判断させていただいて

今回このように進めさせていると、いただいてるということについてもどうぞご理解を

お願いしたいなと思っているところであります。まあ信用失墜ということについては正

におっしゃる通りであります。1300 年含めて、町民の皆さん含めて、本当にこの形の

なかでの信用失墜ということは非常に重いものを感じているところであります。そのこ

とを申し上げ、言葉に変えさせていただきますす。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 先ほどの僕の発言のなかで出すようにということが出させる

ようにということで、当時者分かっていたんじゃないかということですが、申し訳あり

ません。そう言葉に気を使っておりませんので、これが今回の NPO でなくて、出てない

なら出させないよ、出すようにしなさいよ、指示しなさいよという言い方を多分すると

思いますので、そこまで深く考えておりませんでしたので、申し訳ありませんでした。

○議員（6 番 米本 隆記君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 米本 隆記君。

○議員（6 番 米本 隆記君） 今、いろいろとお聞きしましたけど、とにかくそのＮＰ

Ｏ法人の理事をしていた当人のどのようなお話が新聞報道に対してのお話があったかと

いうことについては、町長の口からは言えないということですね。ということは、私た

ちは何を基準にすればいいのかなというのはちょっと分からないんですが。

それでですね、先ほど、信用失墜が私は一番だと思ってるんですけど、これは業務的

な、いいですか、業務的な例えば職務専念義務とか、財務規定とか、職場内の規定であ

って、一番大山町として困るのは、こういったことが役場の職員が、こういったことを

やっておりますよというようなことが、新聞報道にも出た時に、よその、町民の皆さん、

また他の町村の皆さんが見られた時に、本当に大山町の行政、公務員、大丈夫かと。こ

れは本人だけでない。公務員、皆さんの、職員皆さんの問題でもあると思うんですよね。

そういったところを考えながら、本当に処分をされたのか、僕は、私はこの職務専念義

務、本当に大事です。でもそれは、職場内のことです。対外的にどうだったかというと

ころが一番になるんじゃないのかなと思っています。本当に、本人が自分は正しいんで

間違ってませんっていうならそれでいいんです。それもないままに、本人でありません

が、答弁できないということがあるならば、それはそれとして大変な問題が残るんじゃ

ないかと私は思います。再度、お聞きします。この 3 点お願いします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 言っておられる意味がちょっと分からないもんで、そのような
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表現をさせていただいておりますけども、まあ、議会のほうにもたぶん報告をさせてい

ただくもののなかにあるんじゃないかなと思っていますけども、大国の方からの上申書

があって、特に新聞記事の関係については特命の投書が事前に大山王国に事実確認等行

われるなかで投稿されたことということ。そして特命の投書についての取材を受けた際

に(「町長」「最後まで言わせ」と呼ぶ者あり）理事長ならびに本町職員でもある担当

理事も記憶もかなり曖昧であったために的確な取材対応ができておらず、曖昧な回答に

なってしまい誤解を与えたということを述べているということは、議員はご承知だと思

っておりまして、そのことをここで改めて言うことかなということは、思っていました

ので、（「私が聞いたのは・・・」と呼ぶ者あり）で、もう一つ、信用失墜ということ

のなかで、お話がありましたけども、まあ正に本当にこの事案についてはおっしゃると

おりであると思います。で、この案件がですね、本当にこう何年にわたって続いてしま

ってきたことに大きな問題があると思っています。で、職員に対してそれが、この処分

が、どうなんだという話がありましたけれどもまさに管理職としての不適格、課長補佐

級への降格ということを明らかにさせていただいた、ということでありまして、それぞ

れが持っている持分に対して、しっかりと職務を全うする、そのことはしっかりと職員

のほうにもつなげていけているものというふうに考えております。

〔 「いいです」と呼ぶ者あり 〕

○議長（野口 俊明君） 他に質疑ありませんか。

○議員（12 番 吉原 美智恵君） 議長、12 番。

○議長（野口 俊明君） 12 番 吉原 美智恵君。

○議員（12 番 吉原 美智恵君） 確認も兼ねてですけども、今回の事例は大変大きな

反響を呼んだと思います。その間、監査報告が詳しく丁寧に監査されまして、その時点

では、財務規則、職務規程について違反ではあるけれども法的には問われないという判

断であったと思います。

そのことで、ここの我が国の公務員の処罰ですけれども、公務員の処罰というものは

なかなか私たちにもなかなか何が正しいのか範囲が及ばないところでありますが、それ

についてやはり公務員の処罰となると、こういうことになるのかと思ったりいたします。

やはり法的に違反した場合についての処罰の基準があるのかなと思ったりしますが、そ

の辺についてはどうでしょうか。

そして、信頼失墜についてはこれから役場、また私たちそれをこれまでのＮＰＯ法人

に対しての監査についての私たち自身も許してきた議会にとっても、これからの問題で

あると思いますが、その点についていかがでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 特に法令遵守、公務員にとっての法令遵守、これは最優先のテ
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ーマであります。でありますので、大山町においてもこれまでもいろいろな事案があり

ました。職員のほうにもひとりひとりに話をしながらコンプライアンス、法令遵守、そ

のためにも、人間でありますので、どうしても業務をしていく、遂行をしていくなかで

の失敗があったり、あるいはミスがあったりします。そのことが大きな大きな不祥事に

つながらないためにも、ホウレンソウ、早い段階で報告をし、あるいは相談をし、対処

していく、それが 1 番の重要なポイントであるということも職員に話をしています。そ

のなかにあった事案でありますので、非常に私もショックです。まあ降格ということの

なかで、その意味を職員の皆さんが、感じてくれているというふうに思っています。

○議員（12 番 吉原 美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原 美智恵君。

○議員（12 番 吉原 美智恵君） 処分の妥当性については私も有識者ではありません

し、いろいろ会議を経たうえでの結果だと思っております。ですけども、それの処分に

ついて、これに伴ってですね、これからどうしていくのか、きちんとやはりそういう対

応の仕方、それから本当にＮＰＯに対しては難しいところあるんですけども、非営利で

あったばっかしに、なかなか手が届かなかったということもあったと思うんですけれど

も、私たち自身も大きい山と書いて大山と呼ぶ事業については、私自身もいつも疑問を

呈しておりましたが、そうは言っても経済建設の委員会のなかでもなかなかそのなかの

ＮＰＯの事業について（・・発言訂正をされた部分 2 文字削除）課長がですね、今、降

格されるということですが、関わっていたことを議会も知っていたわけですので、私た

ち自身も責任があるわけでありますので、処分についてはどこまで追求できるか分から

ないところでありますが、この処分に基づいて結局これからどうするのか、今の体制を

どういうふうに今の体制がよくなかったからでありまして・・

○議長（野口 俊明君） えーと吉原議員に申し上げます。一般質問的な事に掛かる事案

になります。もう少し簡潔に。

○議員（12 番 吉原 美智恵君） はい。ですので、処分に伴って、この処分に対して

のやはり、これからのことも大事だと思うので、処分を決定しながら皆さんが、今の執

行部ですか、これからどのようにされるのかということをきちんと報告していただきた

いと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） この事案についてはまさに新町がスタートして、あるいは旧町

時代からあっていたいろんなやり方そのものが慣例化されながら、表に出てこなかった

なかで今回、あぶりだされたようなところもあるかなというふうに思っています。であ

りますので、今回このことを踏まえて、鳥取県のほうからも 2 名のそれぞれの立場の方

に来ていただいて、有識者に加わっていただいて、本当にこれまでのことについての再
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発防止、事務改善、しっかりと検討していただいて、提示をしていただいて、次のステ

ージで、全職員でしっかりこのことに向かって取り組んでいくということでありますの

で、よろしくお願い申し上げたいと思います。

○議長（野口 俊明君） あのですね、皆さんの発言がですね、だんだんだんだん膨らん

できて、許可しておりますけど、やっぱりもう少し原点に返りながら、質問質疑をして

いただきたいなと思っております。それでは、ありますか。    

○議員（11 番 西尾 寿博君） 議長、11 番。

○議長（野口 俊明君） 11 番 西尾 寿博君。

○議員（11 番 西尾 寿博君） まあ、議長。硬いこと言わずに、町民がですね、すご

く関心をもっている事案だと思います。

私 12 年議員しておりますけどね、3 期、こういったこと実は初めてでございまして、

以前あったかどうかは調べていませんけど、たぶん町民の方もこんなことがあるんだな、

町外の方も思ってるんで、皆さんも疑問に思ったことは、発言されたがいいじゃないか

なと。ただね、議会も実は責任があるわけで、というのは、私もちょっと言っとったこ

とがあるんですけども、同じ場所に長いことおったらいけんぞと。とかね、いろいろあ

ったわけですけど、それは私の権限でないわけですけど、そういったなかで、彼は、彼

って言っちゃいけませんけども、職員は、優秀な方で、本当でいろんなことやってこら

れました。彼がいなくなったらなかなかできない多分事案もあるでしょう。そういった

意味で議会の中にも、何というですかね擁護してあげんといけんでないかという実は空

気があったりします。

ただ、議員はそういったことに対しては、これは執行部側の原因だということをね、

しっかり考えておってもらわんと私は困ると思うんですね。議員は相対的な話しでなく

て、その個々の小さいこともおかしいことはおかしいという、執行部に突っ込んだり、

執行部に聞くのが議員であってすべてにおいて網羅できるような議員はたぶんいないじ

ゃないかと、というふうに思っております。そういった意味でたぶん町民、私町民の代

表ですので、かいつまんでざっと言っていきたいと思いますけども。

10 月 31 日に、米子記者クラブに、投稿といいますか投書があって発覚したと。11 月

の 1 日に日本海新聞に出た。2 日に朝日新聞が出て、あと読売とか中央新報も出てまし

たね。

それからですね 12 月 14 日に、ＮＰＯ法人側からね、議会に弁明書が来ておりました。

15，16 日が一般質問だったんですので。前の日に出ておりまして、これを読めという

ことで、まあ持ってきておりますけど、内容的にはなんかよけい疑惑が湧くような内容

だったと私は思っておりますけども、その話を実は一般質問にさせていただきました。

そして 12 月 27 日に町特別監査、あ、15，16 の一般質問の時、町長はまあ町特別監

査の報告書が出るから、それについてまた皆さんの気持ちを聞きたいとか、それでまた
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いろいろな報告ができるじゃないかという話だったんですが、12 月 27 日特別監査の報

告書が出た時にですね、なんか余計新しく疑惑が出てきたり、中身の濃い報告だったよ

うに私は思っています。

そして 1 月 10 日に疑惑の真相を究明する会、ちょっと短くしましたけれども、これ

また新聞報道がありました。そういったなかで、実は中身がね、じゃあこれが全部一つ

ずつすんだのか、特別監査の報告書を受けて僕が思ったのは、皆さんもそうでしょうけ

ど、二重あるいは三重ぐらいの疑問点が出ています。そういった中で、確実にこれはセ

ーフだな、これはオッケーだなというのはなかなか、今、実際これはオッケーと言えま

せん。なぜかというとですね、金の流れが最近の会計とかあるいは財務調査の場合は、

証書も大事ですけれど、金の流れが凄く大事で、今ごろ現金を持って払う人なんてまず

いないわけですから、ある口座から出たり入ったりしとるわけで、そういった流れが分

かってくると僕らも分かるわけですけども、そういったことは一切ないわけで、そうい

った意味でいいますと、なかなか解明できない状況に今あるんじゃないかと。まだ解明

できたとは言えないというふうに思っています。まあどのようなお詫びの仕方、今後さ

れるか分かりませんが、今後とも引き続いてですね、解明に向けてしっかり町民に報告

する義務があると私は思っていますけども、そういった観点から町長どういうお考えか

お聞きします。   

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 先ほど申し上げましたようにＮＰＯ法人に対して修正申告して

いく、まあ議会のほうでも同様にいろいろな資料の提出を求めておられる、どのような

形で、この調査を進めていくのか、あるいは報告書を出していくか、同じフィールドだ

と思っております。その情報自体も多分同じもの、そういったなかでありますので、し

っかりと修正申告をしていくということの資料を基にしてですね、踏み込んでいくこと

かなと思っています。そのことを進めていくなかで、冒頭申し上げましたように、それ

が 2 月なのか、3 月なのか、あるいは 4 月なのかということになった時にですね、当人

の処分がまだできていないということ、それはあり得んだろうなと思っております。で、

このたびの修正申告をしてくるものを見ていくなかで、じゃあどうなんだということも

分かりません。良かったでないかということなのかもしれませんけども、おっしゃるよ

うな問題のあることが出てくるかもしれません。でもそれを追求していく中からすると

本当に時間がたっていくと思っています。

この度、1 月この機会にですね、そういった先々のことの見込みはいろいろと想定さ

れることはあるかもしれませんけども、今の段階でできることについて、提案させてい

ただきたく、そして 3 月に定年退職をしてしまうというもう一つの案件がありますので、

このことについてもご理解をお願いしたいなと思っているところであります。
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○議員（11 番 西尾 寿博君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西尾 寿博君。

○議員（11 番 西尾 寿博君） 町長も私も同じような気持ちです。たぶん時間がかか

るかもしれませんが、以前、不明金が出たおりにですね、八橋署かどこかに告訴された

事案がありました。金額で言いますと、70 万ぐらいだったかなと思ったりもします。

100 万ちょっとの方は、懲戒免職されたというようなことが 2 回ぐらいあったのかなと

いうふうに記憶しておりますけども、その時はですね、確か八橋署に告訴されたという

ことで、僕も何回か聞くと、今調査中だということで結構時間が掛ったかなと。しまい

には分からずじまいだったというふうに記憶しておりますけれども、今後、先ほど言い

ましたが、ずっとなんか民間であるとかいろんな方が先行していろんなことをやるわけ

ですけども、私、町の執行部としてですね、じゃあ告訴もできるわけですし、税務調査

依頼ということも、専門家に対してできるわけですけども、そういったお考えはありま

す？

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 先ほど事例をちょっと述べられましたけども、まああの件につ

いては、本人が認めたっていうことや、あるいは立証、実証ができたということでそこ

にもう一つの区切りがついたということの案件だと思っています。

で、今回については、述べておりますように、修正申告をしてですね、出してきてお

るという状況の中でありますので、なかなかそこにいたるには難しい状況があるのでは

ないかなと思っています。逆にそこは議会のほうの動きであったりとか、我々の状況で

あったりとか、ということのなかで出てくる案件なのかもしれませんし、出てこない案

件なのかもしれません。そこについてはなかなか、どうなんだこうなんだというのはた

ぶん議会のほうも含めて難しいことではないかなと思っているところであります。

○議員（11 番 西尾 寿博君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西尾 寿博君。

○議員（11 番 西尾 寿博君） 難しいと言いますけれど、じゃあ、まあ、とりあえず、

ＮＰＯのほうの結果を見てやりたいと、執行部のほうではしないということでオッケー

ですか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） まあ、監査委員さんの報告も途中でありますけど、あるいは今

回修正申告というようなことの流れのなかで、なかなかある面、先ほどの例からすると

立証、あるいは実証、そこの部分についてというのはどうなんでしょうかね、逆に、お

互いに非常にそこの部分についてはなかなか・・というところであります。はい、以上
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です。

○議長（野口 俊明君） 他に。

○議員（9 番 野口 昌作君） 議長、9 番。

○議長（野口 俊明君） 9 番 野口 昌作君。

○議員（9 番 野口 昌作君） この減給の分を判断するのにちょっと伺うわけですけど

も、課長が課長補佐とか、10 分の１減給、戒告とか厳重注意ということでございます

が、これの給料表の格付けを下げられるかどうか、いわゆる今の何号、何級をですね、

下げられるのか、みな課長補佐に降格さした分、戒告をされた人、厳重注意をされた人、

これらを給料表の格付けを下げられる考えなのか、そのままの状態のなかで、処分を、

そういう処分だけされるかということは 1 点でございます。まっ、そこをちょっと伺い

ます、最初に。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長(野口 俊明君) 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 給料の号級につきましては、降格の場合は級も下がります。

その他についてはその給料表、号級とは変わりません。

○議員（9 番 野口 昌作君） 議長。

○議長(野口 俊明君) 野口 昌作君。

○議員（9 番 野口 昌作君） えーとですね、まあ降格の場合は、今の課長職の給料表

は、課町補佐の給料も摘要されるでないかと、違いますか。なら必ず 1 号は下がってい

くということになっていくと思います。課長他、課長補佐に降格になるということはで

すね、そのへんをちょっと伺いたいですけども、それとあとはですね。給料表がどうも

こうもならんというようなことでございます。まあいろいろ皆さん方がですね、信用失

墜、大山町の信用失墜っていうことを言われますけれど、その信用失墜のなかでですね、

私一番考えるのは、その課の中がですね、10 年間もそういうことがやられておったと。

何とこういうことはいけんでないかと、そっでもあんまりでないかという話が出なんだ。

ね、そういうような課というものはもう全く腐ってしまっている課でないかと思うんで

すけども。そういうことをやってきた職員、課長補佐もそうですし職員もですし、やっ

ぱり厳重注意ということぐらいでなしに、やはりですね、本給に響くようなことでも考

える、そのぐらいなことをやらんといけんでないかと思いますし、本当にですね、私、

まあこれどういうことかなと思ったりするですけども、まあ簡単な話しをしますと、飲

酒運転をしている人を、課内でしている人を、10 年間も飲酒運転している、まあ、だ

まっちょらいやだまっちょらいやということで、最後になってから飲酒運転が悪いけ、

課内みんなが、隠しておっただかいや、そっがなことではですね、とてもそりゃあ職員

としても本当に、もうああいうことをしたら給料が下がるんだというような考え方にな

ってもらわんと、本当に改心して職務に専念してもらわないけんがと思ったりする、そ
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ういうようなことからですね、まあこの処分については町長の専決でございますから、

私は問題であるでないかというぐあいに思ったりします。その問題のある処分をですね、

する町長の処分案でございますからこれは、これはですね、私の思うところでは、やっ

ぱり 10 年間も放置させたその責任というものをもっと考えてもらいたいなというよう

なことでございます。その点最終的な表明は、また、これの議案の表明になるわけで、

そういうぐあいに思ったりしますが、町長どう考えられますか。

○町長(森田 増範君) 議長。

○議長(野口 俊明君) 森田町長。

○町長（森田 増範君） 不祥事事案というのはこれまでもあっているわけでありまして、

その都度、いろいろな対策を講じながら進めてきています。ここ数年においては本当に

そういった不祥事という案件はでない状況できておりましたけれども、まさにこのたび

の案件のなかでは、監査委員のほうからもいろいろな保証金の関係であったり、概算払

いの関係であったりまさに実績報告の関係だったり、仰るように本当に慣例化的な、と

いうようなところがあってしまった経過であります。これをしっかりと再審をしていく

ことが、このたびの事案の中でも示されていることでありまして、それが表に出てきて

いなかった、私もこのことについて監査委員さんの報告を受けて実はこの内容を受けた

というような状況でありましてですね、私自身も非常にこれまでやったりしてきたこと

に対しての思いを感じるところであります。しっかりやらせてもらうということで答弁

に返させていただきたいと思っています。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長(野口 俊明君) 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） ただいま課のほうで分からなかったかということですけれど、

長くその職員がおってですね、こういうことにつながったというのは大変こちらのほう

も反省する部分だと思っています。ただ、担当課の職員につきましてですね、その事業

課の職員につきましては、これ以外の事業につきましても委託事業をやる場合ですね、

委託をしながらその事業者と一緒に、イベント等で参加するというケースが非常に多う

ございます。そういうなかで、本人もお話をしたと思いますけれども、休暇とか時間外

にやっていた部分多い。それからその事業につきましてですね、その直接の分について

は、短期のイベントですので、先ほど言いましたように、一緒に行動する場合もありま

すので、なかなかその個々の職員、担当課の職員が、どの部分が委託で、どの部分が本

務なのかという部分の切り分けは非常に難しい部分があったということで、今回、それ

から担当課長も上司だったということもありますので、関係職員につきましては厳重注

意という形で判断させていただきました。

○議員（9 番 野口 昌作君） 議長。

○議長(野口 俊明君) 9 番 野口 昌作君。
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○議員（9 番 野口 昌作君） 今、職員も歓談する機会が多いというような話もござい

ました。歓談っていうことになるとですね、やっぱり話をするぐらいのことならいいで

すけども、歓談って確か発言があったように受けとりましたが、歓談する機会があると

いうことをですね、歓談って聞いたような・・。えっ、違うか。

○議長（野口 俊明君） 総務課長。ちょっと意味を。

○議員（9 番 野口 昌作君） それで、まあ私認識不足なんですけど、歓談という機会

があると言われて、ほうとびっくりしたような、その問題についてどうかということと

ですね・・。

○議長（野口 俊明君） だから今の意味が違うということですから、ちょっとその意味

を。

〔 「そこが違うとがいに違うんですよね」と発言するものあり 〕

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長(野口 俊明君) 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） ちょっと歓談で言ったと言われますが、僕はちょっと言った

記憶がないんですけれど、変なこと言ったかもしれません。業者と委託事業を任せた業

者の方とですね、一緒にイベント等で作業をしたりイベントの進行をしたりする場合が

ありますので、そのへんが結構担当課は多いですんで、そのへんの切り分けが本人たち

も分からなかったんではないかということです。ちょっと説明が悪かったと思います。

申し訳ありません。

○議員（9 番 野口 昌作君） 議長。

○議長(野口 俊明君) 野口 昌作君。     

○議員（9 番 野口 昌作君） ではそういうことにしまして、この今厳重注意 6 人とい

うことだったわけですけど、この 6 人の職務はどういうような職務の方を対象とされた

かということをちょっとお尋ねしたい。

○町長(森田 増範君) 議長。

○議長(野口 俊明君) 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当から説明を。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長(野口 俊明君) 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 直接の担当課の職員、ですから担当職員、それから担当課長

です。

○議員（9 番 野口 昌作君） 議長。

○議長（野口 俊明君） もうこれで終わりました。他に質疑ありませんか。

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕

○議長（野口 俊明君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
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これから討論を行います。討論はありませんか。

○議員（4 番 圓岡 伸夫君） 議長、4 番。

○議長（野口 俊明君） 討論がありますので、まず原案に反対者の発言を許します。

○議員（4 番 圓岡 伸夫君） 議長、4 番。

○議長（野口 俊明君） 4 番 圓岡 伸夫君。

○議員（4 番 圓岡 伸夫君） この条例に反対をいたします。今朝の新聞報道を受けて

どこかに基情報がないかと思って探しましたところ、鳥取県議会のホームページにあり

ました。そこに書いてあったのは、この件について理事長からは「当該受託分は、大山

町職員のＡ理事が「大山王国」の別口座で管理しており、契約及び出納状況の報告が全

くなかったため把握してませんでした。そのため、県への報告と税務申告に漏れが生じ

たもの、理事長として管理責任を感じている。現在税務署から修正申告に向けた指導を

受けており、その結果に沿った正しい修正申告を行うと説明があったというふうにあり

ました。それからですね、またこの間いただいた町監査委員による事務執行監査の結果

について（提出）には、発注に際して職員Ａが課長を通して、発注にかかる決済文書に

押印しているものがあるものの、他の事業も含め、町長あるいは副町長までの決済が所

定の手続きに従って行なわれており、職員Ａ個人の判断で発注されたものとは言えない

と書かれています。

また同結果についての 13 ページ、このページですけれども、この 13 ページの表 6、

大山王国から職員Ａの預金口座に振り込まれた金額、これをみますと平成 21 年度から

入金が確認されています。町長として 8 年もの間には、気づくチャンスは幾度となくあ

ったはずです。それにも関わらず、不適切な業務手法が今発覚をして、10 分の１、約 3

カ月の減額だけで幕を引くのはとても町民の理解を得ることができないと思います。こ

のままでいけば、大山とかいてだいせんと読ませるどころか、大山鳴動して鼠一匹で終

わると思いますので、この条例に反対をいたします。

○議長（野口 俊明君） 次に原案に賛成者の発言を許します。他に討論はありませんか。

○議員（15 番 西山 富三郎君） 賛成討論。

○議長（野口 俊明君） 15 番 西山 富三郎君。

〔 「監査委員の立場の議員の賛成討論ですか」「監査委員はここでは議員」「私語は慎

み・・」「何か文句あるの」と呼ぶ者あり〕

○議長（野口 俊明君） 議員としての立場でできるだけです。

（「結果、納まりませんよ」「議長ができるって、それが 1 番」と呼ぶ者あり）

○議員（15 番 西山 富三郎君） 監査委員として、特に責任は感じています。しかし、

監査委員が発言してはいけないという法令は一つもありません。

あのね、Ａ職員が大きな問題を起こしたというのは確かですよ。しかし、議決したの

は誰ですか。我々が議決してるんですよ。我々が議決したものを執行するんですよ。し



- 45 -

たがって議決した責任として監視の責任があるんです。10 年間、我々が一般質問した

議員がいるんですか。認定の時の決算で何か指摘した人がいるんですか。経済建設常任

委員会の皆さんはどのような調査研究したんですか。一般質問が出たのは、新聞に出て

からしたことじゃないですか。私はむしろ我々議員が大いに反省すべきだと思いますよ。

従って執行部にも責任もある、議会にも責任がある、これを喧嘩するのではなくして、

議会と執行部は、これから先の大山町をよくしようという原点に立ち返ってですね。判

断すべきだと思いますよ。私はこの背景には、この背景には町民の中にもですね、大変

失礼ですけどね、もうちょっと真剣にアドバイスする人がいてもいい。足を引っ張るよ

うなことばかりあってたらいけない。町民も議会も執行部も一つになってまちづくりす

るのが、自治体というものですよ。憲法の中にわざわざ 9 章のところに地方自治という

ものをうたったのはなんですか。小池さんではないけども、都民ファースト、住民ファ

ーストの原点に立ち返って、この問題を他山のひとつにして全職員に私は先ほど出てお

りましたけど、これはＡ職員だけでなくして、全職員の問題ですよ。人間は性善説とい

うふうに幸か不幸か、職員の皆さん方も法の絡みの中で、性悪説、職員は弱くなってい

くという性格があるんです。そのようなことは議会が高所大所から見て、この事件をせ

めぎ合いじゃなくして、参考としてこれからの大山町の発展に寄与する事案だとしてと

らえ、賛成するものであります。よろしくお願いします。

〔 「テレビで見ているよ、人が」と呼ぶ者あり 〕

○議長（野口 俊明君） 他に討論はありませんか。

○議員（10 番 近藤 大介君） 議長、10 番。反対討論。

○議長（野口 俊明君） 反対討論を、10 番 近藤 大介君。

○議員（10 番 近藤 大介君） 反対の立場で討論させていただきます。先ほど賛成す

る先輩議員からですね、執行部と議会と一体となってまちづくりせないけんとおっしゃ

る、まあちょっと驚きましたけども、だったらまあ議会なんかいらんじゃねーかと。一

体となってまちづくりするんだったら、本当に二元代表制の意味が全くないのではない

かなというふうに私は思います。大先輩からちょっとそういうお言葉は聞きたくなかっ

たなと思うわけですが、まあ反対の討論をさせていただきます。

質疑のなかでも申し上げましたけれども、使途不明金がですね、3,000 万あるという

非常に大きな事件です。なおかつ、当該、事業当該職員のですね、不適切な事務につい

ては、まあ少なくみても 6 年前から続いている。8 年前からかもしれない、そのなかで

他の方も指摘されましたけども、これまで気づくチャンスはいくらでもあったと。特に

昨年 2 月、3 年も遅れて実績報告が出た時点でですね、なぜもっときちんと調べられな

かったのかと。なぜ、執行部は本気になってその時に考えなかったのかと。そこに非常

に大きな組織としての大きな問題点。課題もあろうかと思います。とても町長、副町長

が 10％の減給 3 カ月としたことで幕引きできる問題ではないと思いますし、そこで形
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だけ幕引きするようなことは決しては許してはいけないと思いますので反対し、討論と

させていただきます。

○議長（野口 俊明君） 次に賛成者の発言を許します。討論はありませんか。

○議員（1 番 加藤 紀之君） 議長、1 番。

○議長(野口 俊明君) 1 番 加藤 紀之君。

○議員（1 番 加藤 紀之君） 先ほど西山議員からありました、確かに町長は、執行部

側は 10 年間、このことに気付かずこういった問題が最近になって明るみになりました。

しかしながらですね、議員側はですね、今期であれば 16 人、まあ前期も 16 人ですかい

ね、実際にはメンバーも変わっていますから、もっと多くの議員がおりながら気づけな

かったと。そういった意味ではですね、まあ確かに議会の責任も非常に大きいのではな

いかなと私は思っております。

そのことはちょっと別問題として、使途不明金が大きな問題点だと先ほど近藤議員は

おっしゃいました。それから組織としての課題も大きいとそういったことをおっしゃい

ました。ならばすべてが明らかになってから処分を科すべきだというふうなことをおっ

しゃられた議員もおられましたけれども、そういったことも含めて、じゃあすべてが明

らかになるまで待つのが適当なのか。先ほどから言われていますように、定年退職が 3

月に迫っています。それから我々の任期も 4 月半ばに迫っています。そういった意味で

ですね、区切り、処分としての区切りは必要ではないかと。追及を止めるとは言ってお

りません。我々も特別委員会を立ち上げて追及して行こうという形をとる。そのなかで

ですね、区切りというのは必ず必要で、明らかになってからとおっしゃいますけれども、

明らかにならない場合もあるわけです。そういった場合の処分はじゃあしないのかと。

で、逆に言ったら、追及をしていくうえで実は疑いの部分は晴れてしまう、そういった

時にですね、処分を軽くするのか、そういったことはあり得ない話ではないのかなと。

そういった意味でですね、今回の早急な処分、町長、副町長の給料の減額に関する処分

の条例に関しては賛成すべきだと私は思います。以上です。

○議長（野口 俊明君） 他に討論はありませんか。

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕

○議長（野口 俊明君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。

  これから議案第3号を採決します。お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔 賛成者起立 〕

○議長（野口 俊明君）  起立多数です。したがって、議案第3号は、原案のとおり可決

されました。

────────────・───・────────────

日程第 6 発議案第１号
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○議長（野口 俊明君） 日程第 6、発議案第 1 号 大山町と NPO 法人との契約に関する

調査特別委員会の設置についてを議題にします。

提案理由の説明を求めます。議会運営委員長 野口 昌作君。

○議会運営委員長（野口 昌作君） 発議案第 1 号 大山町と NPO 法人との契約に関する

調査特別委員会の設置について提案いたします。

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 109 条第 6 項及

び第 7 項並びに大山町議会会議規則（平成 17 年大山町議会規則第 1 号）第 14 条第 3 項

の規定により提出します。

提案理由といたしまして、昨年末、大山町と NPO 法人との委託契約に関する疑義につ

いて、特別監査報告が行われましたが、すべてが明らかになったわけではありませんし

問題点も指摘されました。

大山町議会は、さらなる真相解明と、今後の町政、町事務において改革、改善すべき

点を明らかにするための調査を行うべきと考え、今後の、健全な町政の推進をはかる目

的で特別委員会を設置するものであります。

特別委員会の名称は、「大山町と NPO 法人との契約に関する調査特別委員会」でご

ざいます。目的は、大山町と NPO 法人との契約並びに事務に関する調査を行うもので

ございます。委員の定数は、16 人、調査期間は、調査完了まで、閉会中も継続し、調

査・研究を行うものであります。

以上で、発議案第 1 号の提案理由の説明を終わります。

○議長（野口 俊明君） ただいま野口議運の委員長の提案理由の説明がありましたが、

これから質疑に入りたいと思いますが、只今の時間が 16 時 53 分でございます。このま

ま続行しますとわれわれも審議時間 5 時を大幅に上回ることになりますので、このまま

5 時を越えても、この会議を継続したいと思います。ご異議ございませんか。

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕

○議長（野口 俊明君） 異議ないので、このまま続けていきたいと思います。

そういたしますと、これから質疑を行います。質疑はありませんか。

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕

○議長（野口 俊明君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕

○議長（野口 俊明君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから発議案第 1 号を採決します。お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔 賛成者起立 〕

○議長（野口 俊明君） 起立多数です。
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したがって、発議案第 1 号は、原案のとおり可決されました

────────────・───・────────────

○議長（野口 俊明君） ただいま設置されました委員 16 人によります「大山町と NPO

法人との契約に関する調査特別委員会」の委員長及び副委員長を互選するため、特別委

員会を開いてください。

ここでしばらく休憩します。委員の皆さんは、議員控室に移動してください。

午後 4 時 55 分休憩

────────────・───・────────────

午後 5 時 3 分再開

○議長(野口 俊明君) 再開いたします。

○副町長(小西 正記君) 議長。

○議長(野口 俊明君) 小西副町長。

○副町長(小西 正記君) 私の発言のなかで、個人名が出たようでございますので、個人

名の削除をちょっとお願いしたいと思います。

〔 「了解」「了解」と呼ぶ者あり 〕

○議長(野口 俊明君) ただいま副町長より、個人の特定、個人名を発言したということ

であります。これを削除の希望が出ておりますが、許可することにご異議ありませんか。

〔 「なし」「議長、もう 1 件ありますけど吉原議員の・・」「議長」と呼ぶ者あり 〕

○議長(野口 俊明君) はい。

〔 「申し訳ありませんけれども、言えない時期は私はちゃんと把握しておりまして、

今日については私自身は、もう全町民というか当該者も決定しており、処分を決定する

今日の議会でありましたので、そういう思いはありませんでしたけど、撤回せよという

ことなら撤回します。そういうことです。いけませんかいね。隠されないけんもんかい

ね、はい、議長」と呼ぶ者あり 〕

○議長(野口 俊明君) 皆さん静かに。お願いします。はい、12 番、吉原 美智恵君。

○議員(12 番 吉原 美智恵君) 個人名を私も申しましたので、取り下げをお願いした

いと思います。

○議長(野口 俊明君) 吉原議員からただいま個人が特定できることがある発言があった

ということであります。この件について取り下げ願いが出ております。これを許可する

ことにご異議ありませんか。

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕

○議長(野口 俊明君) 異議なしということでありますので、取り下げをしたいと思いま

す。

────────────・───・────────────

日程第 7  大山町と NPO 法人との契約に関する調査特別委員会委員長・副委員長の
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互選結果の報告について

○議長（野口 俊明君） 日程第 7、大山町と NPO 法人との契約に関する調査特別委員会

委員長・副委員長の互選結果についてを報告いたします。休憩中に開催されました大

山町と NPO 法人との契約に関する調査特別委員会において、委員長・副委員長の互選

が行われました。その結果、委員長に 岡田 聰君、副委員長に大森正治君が、それ

ぞれ互選されましたので、ご報告いたします。

────────────・───・────────────

閉会宣告

○議長（野口 俊明君） 以上で、これで本臨時会の会議に付された事件は全部終了しま

した。

会議を閉じます。

平成 29 年第 1 回大山町議会臨時会を閉会します。

────────────・───・────────────

○局長（手島 千津夫君） 互礼を行います。一同起立、礼。

──────────────・───・───────────

午後 5 時 6 分閉会

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する

            議  長  野口 俊明

            署名議員   吉原 美智恵

            署名議員  岩井 美保子

                        


